
『ぐんままちづくり支援事業』とは
地域のみなさんと市町村が一体となって、まちづくりの推進に向け、具
体的な取組を検討する際の参考としていただくため、国・群馬県等の各
種まちづくり支援制度を「群馬県中心市街地活性化庁内連携会議」に
おいて「ぐんままちづくり支援事業」として取りまとめたものです。

令和７年度版令和７年度版

群馬県県土整備部都市計画課マーチィ
（まちづくりマスコットキャラクター）

ぐんま
まちづくり支援事業

ぐんま
まちづくり支援事業



 
策
定

重
点

特
例

街
路
駐
車
場

公
園
文
化
･
ス
ポ
ー

ツ

集
会
・
研
修

福
祉
児
童
・
保
育

そ
の
他

1 都市構造再編集中支援事業 都市計画課 「計画」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

2 都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金） 都市計画課 「計画」
重
点
国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

3 まちなかウォーカブル推進事業 都市計画課 「計画」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

4 都市・地域交通戦略推進事業（社会資本整備交付金） 都市計画課 「計画」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

5 中心市街地再活性化等特別対策事業 市町村課 「中活」 県 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

6 定住自立圏構想の推進 市町村課 「協定等」 県 ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

7 地域経済循環の創造 市町村課 「計画」 県 ◆ ◇

8 コミュニティ助成事業（共生の地域づくり助成事業） 地域創生課
一
財
団

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

9 リトリート環境整備事業補助金 観光リトリート推進課 県 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

10 コミュニティ助成事業（コミュニティセンター助成事業） 地域創生課
一
財
団

◆ ◇

11 地域振興調整費（住民センター等整備事業） 地域創生課 県 ◆ ◇

12 人材力の活性化 市町村課 国 ◆ ◆ ◇

13 地域の歴史文化資産の活用 市町村課 国 ◆ ◇

14 都市開発資金 都市計画課 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

(

◇

)

15
林業・木材産業循環成長対策交付金
（木造公共建築物等の整備）

林業振興課 「区域等」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

16 ぐんまの「木育」推進事業補助金（木育空間整備支援） 林業振興課 県 ◆ ◆ ◆ ◇

17 駅前駐輪場整備事業 交通イノベーション推進課 県 ◆ ◆ ◇

18 駐車場整備事業 市町村課 県 ◆ ◇
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【2】公共公益施設全般
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：各事業において支援の対象となるもの

改正中活法の基本計画の認定と連携
した特例措置がある事業

◆

改
正
中
活
法

採択にあたっては、各法令等に基づく
計画策定などを要する

改正中活法の基本計画の認定と連携
した重点的な支援措置がある事業

採択にあたっては、改正中活法に基づ
く基本計画の策定が必要

　
補
助

区
域
等

◇

採択にあたっては、各法令等に基づく
指定区域内であることなどが必要
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改正中活法の基本計画の認定と連携
した特例措置がある事業
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採択にあたっては、各法令等に基づく
計画策定などを要する

改正中活法の基本計画の認定と連携
した重点的な支援措置がある事業

採択にあたっては、改正中活法に基づ
く基本計画の策定が必要
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◇

採択にあたっては、各法令等に基づく
指定区域内であることなどが必要

19
国：文化財保存事業費補助金
県：群馬県文化財保存事業費補助金

文化財保護課 「区域等」
国
県

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

20 国：国際観光旅客税財源観光振興費補助金 文化財保護課
「区域等」
「計画」

国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

21 地域密着型介護拠点等整備 介護高齢課 国 ◆ ◇ ◇

22 子ども・子育て支援施設整備交付金 こども・子育て支援課 国 ◆ ◇ ◇

23 子ども・子育て支援交付金（放課後子ども環境整備事業） こども・子育て支援課 国 ◆ ◇ ◇

24 一億総活躍社会の実現のためのいのちと生活を守る安心の確保 市町村課 県 ◆ ◆ ◇

25 こども・子育て支援事業 市町村課 国 ◆ ◇

26 かわまちづくり支援制度 河川課 「計画」 国 ◆ ◆ ◇

27 水辺の楽校プロジェクト 河川課 「区域等」 国 ◆ ◆ ◇

28 創業者・再チャレンジ支援資金 地域企業支援課 県 ◆ ◇

【8】商業施設

【4】文化財施設

【5】福祉施設

【6】児童・保育施設

【7】河川
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29 空き家再生等推進事業（社会資本整備総合交付金） 住宅政策課
「区域等」
「計画」

国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

30 空き家対策総合支援事業（国庫補助） 住宅政策課
「区域等」
「計画」

国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

31 群馬県特定空家等解体支援事業 住宅政策課
「区域等」
「計画」

県 ◆ ◇

32 暮らし・にぎわい再生事業（社会資本整備総合交付金） 住宅政策課
「区域等」
「計画」

重
点
国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

33 市街地再開発事業（社会資本整備総合交付金） 住宅政策課 「区域等」
重
点
国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

34 住宅市街地総合整備事業（社会資本整備総合交付金） 住宅政策課
「区域等」
「計画」

国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

35 都市再生総合整備事業（社会資本整備総合交付金） 住宅政策課 「区域等」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

36 バリアフリー環境整備促進事業（社会資本整備総合交付金） 住宅政策課
「区域等」
「計画」

国 ◆ ◆ ◆ ◇

37 街なみ環境整備事業（社会資本整備総合交付金） 住宅政策課
「区域等」
「計画」

国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

38 優良建築物等整備事業（社会資本整備総合交付金） 住宅政策課 「区域等」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

39 まちづくり融資 住宅政策課 「区域等」
機
構

◆ ◇

40 防災・省エネまちづくり緊急促進事業（社会資本整備総合交付金） 住宅政策課 「区域等」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

41 防災・省エネまちづくり緊急促進事業（国庫補助） 住宅政策課 「区域等」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

42 災害時拠点強靱化緊急促進事業（国庫補助） 住宅政策課 「区域等」 国 ◆ ◇

43
スマートウェルネス住宅等推進事業（国庫補助）
【地域生活拠点型再開発事業】

住宅政策課 「区域等」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

44 住宅・建築物安全ストック形成事業（社会資本整備総合交付金） 建築課 「区域等」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

45 住宅・建築物防災力緊急促進事業（国庫補助）
建築課

住宅政策課
「区域等」 国 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

46 交通施設バリアフリー化推進 交通イノベーション推進課 県 ◆ ◆ ◇

47 市町村乗合バス補助事業 交通イノベーション推進課 県 ◆ ◇

48 ステーション整備事業 交通イノベーション推進課 県 ◆ ◆ ◆ ◆ ◇ ◇

【9】建築・住宅

【10】交通
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49 地方創生アドバイザー事業 地域創生課
一
財
団

◆ ◇

50 まちなか再生事業（補助金） 地域創生課
一
財
団

◆ ◆ ◇

51 官民連携まちなか再生推進事業 都市計画課 「計画」 国 ◆ ◆ ◆ ◇

52 景観改善推進事業 都市計画課 国 ◆ ◇

53 集約都市（ｺﾝﾊﾟｸﾄシティ）形成支援事業 都市計画課 国 ◆ ◆ ◇

54 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 都市計画課 国 ◆ ◇

55 移住・定住・交流推進支援事業  ぐんま暮らし・外国人活躍推進課

一
財
団

◆ ◇

56 コミュニティ助成事業（活力ある地域づくり助成事業） 地域創生課
一
財
団

◆ ◇

57 人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金事業 介護高齢課
一
財
団

◆ ◇

58 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業 地域創生課
一
財
団

◆ ◇

59 地域づくり団体活動支援事業 地域創生課
一
財
団

◆ ◇

60 地域づくり団体クラウドファンディング活用支援事業 地域創生課
一
財
団

◆ ◇

61 コミュニティ助成事業（青少年健全育成助成事業） 地域創生課
一
財
団

◆ ◇

62 官民連携関連施策 都市計画課
国
・
県

◆ ◇

63 長期滞在客等受入促進事業 観光リトリート推進課 県 ◆ ◇

64 中心市街地・商店街等診断・サポート事業 地域企業支援課 ◆ ◇

65 中小企業アドバイザー（中心市街地活性化）派遣事業 地域企業支援課 ◆ ◇

中
小
機
構

【11】計画策定

【12】ソフト
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事 業 名  都市構造再編集中支援事業 １ 

根 拠 法 令 等  都市再生特別措置法、都市構造再編集中支援事業費補助交付要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間
（概ね５年）の医療、社会福祉、子育て支援等の都市機能や居住環境
の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対
して総合的・集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構
造へ再編を図ることを目的とする。 

補助対象 市町村（民間事業者への間接補助含む）、市町村都市再生協議会 

事業内容 

 都市再生整備計画に基づき実施される誘導施設及び公共公益施設の
整備等に対して補助を行う。 
 ＜対象事業＞ 
【基幹事業】 
道路・公園・古都保存及び緑地保全等事業・河川・下水道・駐車場有
効利用システム・地域生活基盤施設（緑地、広場、駐車場、自転車駐
車場、荷物共同集配施設、公開空地、情報板、地域防災施設、人口地
盤等）・高質空間形成施設（緑化施設等、電線類地下埋設施設、電柱
電線類移設、地域冷暖房施設、歩行支援施設、障害者誘導施設等、情
報化基盤施設）・高次都市施設（地域交流センター・観光交流センタ
ー、まちおこしセンター、子育て世代活動支援センター、複合交通セ
ンター）・誘導施設（医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、子育
て支援施設、広域連携誘導施設）・既存建造物活用事業（地域生活基
盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設、誘導施設）・土地区画整
理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・バリアフリー環境整
備促進事業・優良建築物等整備事業・住宅市街地総合整備事業・街な
み環境整備事業・住宅地区改良事業等・都心共同住宅供給事業・公営
住宅等整備・都市再生住宅等整備・防災街区整備事業・エリア価値向
上整備事業・こどもまんなかまちづくり事業・居住誘導促進事業 
【提案事業】 
事業活用調査・まちづくり活動推進事業・地域創造支援事業 
＜施行地区＞ 
都市再生整備計画の区域が立地適正化計画の「都市機能誘導区域内」
及び「居住誘導区域内」に定められている地区ほか 
 
詳 細 に つ い て は 、 以 下 の 国 土 交 通 省 Ｈ Ｐ を ご 確 認 く だ さ い 。
http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html 

補 助 率 
都市機能誘導区域内：５０％ 
居住誘導区域内：４５％ 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

都市計画課 企画推進係 
０２７－２２６－３６６５ 

実    績 

Ｒ４年度 １０地区（前橋市、高崎市２、桐生市、伊勢崎市、渋川２、 
富岡市、明和町） 

Ｒ５年度 １０地区（前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、館林市  
渋川市２、藤岡市、富岡市、明和町） 

Ｒ６年度  ８地区（前橋市、高崎市、伊勢崎市、館林市、渋川市２、 
藤岡市、富岡市） 
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事 業 名 都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金） ２ 

根 拠 法 令 等 都市再生特別措置法、社会資本整備総合交付金交付要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、

全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経

済・社会の活性化を図ることを目的とする。 

補助対象 市町村 、市町村都市再生協議会 

事業内容 

まちづくりの目標等を記載した「都市再生整備計画」を作成することで、下記の交付

対象事業に対して交付金が交付される。 

＜交付対象事業＞【基幹事業】 

道路･公園･古都及び緑地保全事業･河川･下水道･駐車場有効利用システム･地域生活基

盤施設(緑地、広場、駐車場、自転車駐車場、荷物共同集配施設、公開空地、情報板、地

域防災施設、人工地盤等)･高質空間形成施設(緑化施設等、電線類地下埋設施設、電柱電

線類移設、地域冷暖房施設、歩行支援施設、障害者誘導施設等)･高次都市施設(地域交流

センター、観光交流センター、まちおこしセンター、子育て世代活動支援センター、複

合交通センター)･既存建造物活用事業･土地区画整理事業･市街地再開発事業･バリアフ

リー環境整備促進事業･優良建築物等整備事業･住宅市街地総合整備事業･街なみ環境整

備事業･住宅地区改良事業･都心共同住宅供給事業･公営住宅等整備(公営住宅、地域優良

賃貸住宅)･都市再生住宅等整備･防災街区整備事業・エリア価値向上整備事業・こどもま

んなかまちづくり事業 

＜交付対象事業＞【提案事業】※１ 

事業活用調査･まちづくり活動推進事業･地域創造支援事業 

＜対象区域＞ 

次のいずれかの要件に該当する地区 

①立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表しており、かつ、都市再生整

備計画の区域が以下のいずれかの区域に定められているもの。 

○市街化区域等内のうち、鉄道・地下鉄駅から半径１km の範囲内又はバス・軌道の停留

所・停車場から半径５００ｍの範囲内の区域（いずれもピーク時運行本数が片道３本以

上を満たすもの） 

○市街化区域等内のうち、人口集中地区（ＤＩＤ）3 かつデマンド交通等の公共交通によ

る利便性確保を図る区域（拠点となる施設から半径５００ｍの範囲内の区域。都市再生

整備計画に拠点となる施設の設定方針を記載） 

○市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導す

る方針を定めている区域 

②歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画等、観光等地域資源の活用に関する計

画があり、かつ、当該市町村のコンパクト化の方針と齟齬がないと認められる区域（市

街化区域等を除く）。 

③都市計画区域外における地域の拠点となる区域であり、かつ、一定の要件に該当する

区域（都市機能誘導区域を定めた立地適正化計画を有する市町村（基幹市町村）の都市 

機能誘導区域から公共交通により概ね 30 分で到達できる範囲）。 

④一定の要件を満たす産業促進区域 ※詳細は、下記 HP 等をご確認ください。 

詳細については以下の国土交通省 HP をご確認ください 
http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html 

補 助 率 40％以内（一定の要件※2 を満たすことで 45％までの嵩上げ有） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

都市計画課 企画推進係 
０２７－２２６－３６６５ 

実    績 平成１６～令和６年度７２地区（１１市１２町２村） 
※１ 市町村の提案に基づく地域の創意工夫を活かした事業が対象とされるが、基幹的なハード整備

の効果を高めるために合わせて実施する場合に限られる。 
※２  歴史的風致維持向上計画関連等、国の重要施策に適合するものについては、45％へ嵩上げされ

る。 
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事 業 名 
まちなかウォーカブル推進事業 

（都市再生整備計画事業の拡充） ３ 

根 拠 法 令 等 
都市再生特別措置法、社会資本整備総合交付金交付要綱、 
都市再生推進事業制度要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
都市再生整備計画事業等において、車中心から人中心の空間に転換

するまちなかの歩ける範囲の区域における、街路・公園・広場等の既
存ストックの修復・利活用を重点的・一体的に支援する。 

補助対象 
等 

【交付金】市町村、市町村都市再生協議会 
【補助金】都道府県、民間事業者等 

事業内容 

＜施行地区＞ 
 都市再生整備計画事業の施行区域、かつ、まちなかウォーカブル区
域（歩ける範囲のエリア（概ね１ｋｍ程度以内の区域を想定）であっ
て賑わい溢れるまちなかづくりに必要な施策を重点的・集中的に講じ
る区域） 
＜支援対象事業＞ 
○ウォーカブルな空間整備 
・道路、公園、広場等の既存ストックの改修・改変 
・まちなかウォーカブル区域を下支えする周辺環境の整備 

 例）街路の広場化、バリアフリー環境の創出、公共空間の芝生化・ 
  高質化等 
○アイレベルの刷新 
 ・沿道施設の１階部分をリノベーションし、市民に開かれた民間に 
 よる公共空間の提供 
 ・１階部分の透明化等の修景整備 
 例）沿道施設の１階部分の開放、市民に開かれた公共空間の提供等 
○滞在環境の向上(｢滞在環境整備事業｣を新たに基幹事業として創設) 
 ・滞在環境の向上に資する屋根やトランジットモール化に必要な施 
 設等の整備 
 ・滞在環境整備に関する社会実験やコーディネート等の調査 
 例）社会実験の実施、デザイン検討・利活用施設の導入等 
○景観の向上 
 ・景観資源の活用 
 例）外観修景、照明施設の整備、道路の美装化等 
 

詳細については、以下の国土交通省ＨＰをご確認ください。 
 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000081.html 

補 助 率  ５０％ 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

都市計画課 企画推進係 
０２７－２２６－３６６５ 

実    績 

Ｒ３年度 １地区（前橋市（事業主体：民間事業者）） 
Ｒ４年度 実施地区なし 
Ｒ５年度 実施地区なし 
Ｒ６年度 実施地区なし 
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事 業 名 都市・地域交通戦略推進事業（社会資本整備総合交付金） ４  

根 拠 法 令 等 都市・地域交通戦略推進事業費補助交付要綱 

制 
度 

の 

概 
要 

目  的 

 市交通の円滑化を図るとともに、都市施設整備や土地利用の再編
による都市再生を推進するため、徒歩、自転車、自動車、公共交通
など多様なモードの連携が図られた、自由通路、地下街、駐車場等
の公共空間や公共交通からなる都市の交通システムの整備に対し
て支援を行う。 

補助対象 地方公共団体、まちづくり協議会、第３セクター 等 

事業内容 

＜整備地区＞ 
１）立地適正化計画を策定している区域 

２）都市計画区域外における地域の拠点となる区域（地域の拠点と
は立地適正化計画作成市町村（基幹市町村）の立地適正化計画上の

拠点として位置付けられた区域、もしくは同等※と認められる区
域） 

３）基幹市町村における都市機能誘導区域と地域生活拠点を結ぶ公

共交通ネットワークを含む区域。 
４）都市交通施策や実施プログラム等を内容とする総合的な交通戦

略「総合交通戦略」を策定している又は策定することが確実と見込
まれる区域。※詳細は要綱を確認のこと。 

＜対象事業＞ 
以下の２）及び３）については、地区交通戦略に即地的かつ具体

的に位置付けられた事業とする。 

ただし、以下の２）（i）又はｊ）のみを実施する事業を除く。）
及び３）については、１億円以上の事業とする。 

１） 整備計画の作成に関する事業 
a)整備計画の作成に関する事業 

b)交通まちづくり活動推進事業 

c)スマートシティの推進に資する社会実験 
２） 公共的空間等の整備に関する事業 

a) 公共的空間等が整備される敷地の整備 
b) 公共的空間の整備 c) 歩行空間の整備 d) 駐車場の整備 

e) 駐車場有効利用システムの整備 f）観光バス駐車場の整備 
g) 荷捌き駐車施設の整備 h) 自転車駐車場の整備 

i) バリアフリー交通施設の整備 

j) シェアモビリティ設備の整備 
k) 分散型エネルギーシステム及び再生可能エネルギー施設等の整備 

l) LRT・BRT・路面電車・バス等の公共交通に関する施設の整備 
m) (a)から(l)の施設の代替となる又は(a)から(k)と一体とな

った鉄道施設等の整備 

３） 公共的空間又は公共空間の整備に併せて実施される次の事業 
a) 都市情報提供システムの整備 
b) 地下交通ネットワークの管理安全施設の整備 
c) 歩行活動の増加に資する施設の整備  
d)公共交通機関の利用促進に資する施設の整備 
e)案内標識の整備 
f)スマートシティの推進に資する情報化基盤施設等の整備 
g)子ども連れ環境施設の整備 

補 助 率 1/3 以内（一定の要件等で 1/2 以内※） 
担 当 課 

及 び 
連 絡 先 

都市計画課 企画推進係 
０２７－２２６－３６６５ 

実    績 １件（前橋市）（Ｒ２） 

 ※ 立地適正化計画に位置づけられた事業等
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事 業 名 中心市街地再活性化等特別対策事業（単独事業） ５ 

根 拠 法 令 等 
・中心市街地の活性化に関する法律 
・中心市街地再活性化特別対策事業要綱 
・地方債同意等基準運用要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
地方公共団体が実施する中心市街地の集客力を高めるための公共空

間の整備等を支援する。 

事業実施 市町村（一部事務組合を含む。） 

事業内容 

中心市街地活性化法第９条第１０項の規定に基づく内閣総理大臣の
認定を受けた基本計画に位置づけられた次に掲げる単独事業 
１ 公共施設整備事業 
 ①集客力を高める施設の整備 

多目的広場、イベント広場、駐車場、多目的ホール、イベントホ
ール等 

 ②地域の産業の振興に資する施設の整備 
展示施設、物産会館等 

 ③良好な都市・居住環境と街並み景観の向上に資する施設の整備 
ポケットパーク、緑地、駐輪場、四阿、街路灯、ストリートファ
ニチャー等 

  ④子育て支援や若者の居場所づくりに資する施設の整備 
  託児所、親子交流サロン、学習コーナー等 
 
２ 助成事業 

一般住民の利用に供される公共施設の整備で、公共的団体が行う
もの（多目的ホール、イベントホール、多目的広場、イベント広場、
駐輪場等の広く一般住民の直接の利用に供される施設で、地方公共
団体が自ら設置する場合と同様の公共性を有するものに限る。）に
対する助成事業 

充 当 率 
７５％ 
※後年度、元利償還金の３０％相当額を特別交付税措置 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

市町村課 地方債・公営企業係 
ＴＥＬ：０２７－２２６－２２２４ 

実    績 平成２８年度 高崎市(公共施設整備事業)  
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事 業 名 定住自立圏構想の推進（単独事業） ６ 

根 拠 法 令 等 地方債同意等基準運用要綱 

制 

度 

の 

概 

要 

目  的 

 定住自立圏形成協定を締結し、又は定住自立圏形成方針を策定し、 

定住自立圏共生ビジョンを策定した中心市及びその近隣市町村の当

該ビジョンに明確に位置付けられている、「医療・福祉」、「公共交

通」又は「産業振興」に係る基幹的施設やネットワーク形成に資する

施設等の整備を支援する。 

事業実施 市町村 

事業内容 

 定住自立圏共生ビジョンに明確に位置付けられている施設等で、圏

域全体の都市機能・生活機能を確保するために真に必要なものとし

て、次に掲げる要件の全てを満たす事業について地域活性化事業債を

充当する。 

ア 施設等を設置する市町村の住民に加えて、協定を締結した市町村

の住民の利用にも供されるなど、中心市と近隣市町村の役割分担の考

え方に沿って設置・利用の在り方が整理されていること。 

イ 圏域の人口・面積等に応じた適正な規模・配置であり、施設運営

についての見通し及び効率的な運営の配慮が十分になされているこ

と。 

充 当 率 

９０％ 

※後年度、元利償還金の３０％相当額を普通交付税の基準財政需要額

に算入 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

市町村課 地方債・公営企業係  

ＴＥＬ：０２７－２２６－２２２４ 

実    績 なし 
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事 業 名 地域経済循環の創造（単独事業） ７ 

根 拠 法 令 等 地方債同意等基準運用要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

 自然、景観、文化、産品等の多様な地域資源、伝統的地場産業、科
学技術及び情報通信技術（ＩＣＴ）等を活用し、産業界、大学等、地
域金融機関、自治体（産学金官）の連携・協力関係を基に、自立した
力強い地域経済循環を創造するための基盤整備を推進、支援する。 

事業実施 市町村 

事業内容 

１ 地域資源活用事業 
①ベンチャー支援、創業支援のための拠点支援、サテライトオフィ

ス誘致支援施設、貸工場等の整備 
②農林水産業や伝統的地場産業の活性化のための加工場、直販施設

等の整備 
③地域の観光資源を活用し、観光客の誘致等を図るための施設等の

整備 
④水質・土壌汚染対策等産学官共同研究施設や地域の資源を活用し

た先端科学技術の研究開発のための施設等の整備 
 
２ 地域情報通信基盤整備事業 
☆①公共施設等を接続するネットワークの整備（庁内ＬＡＮを除く。） 
☆②市町村で実施する、デジタル加入者回線設備（簡易局舎の整備に

伴うものに限る。）、衛星通信施設の整備、光ファイバの新設、
光ファイバの高度化を伴う更新、ケーブルテレビネットワークの光化、
ケーブルテレビネットワークの光ファイバの高度化を伴う更新並びに無
線アクセス設備の整備 

☆③地上放送のデジタル化に対応するための辺地共聴施設の改造事業
（受信点を新設する場合の移転を含む。） 
 なお、共聴組合のうち公共的団体が行うものに対する助成事業
についても対象とするものであること。 

④地域衛生通信ネットワーク施設の整備 
⑤地域住民への研修や地域の情報発信等の拠点となる情報センタ

ー、地域情報化推進コーナー等の整備 
⑥電子申請等の住民サービス業務及び住民サービス業務と連携した

業務を複数の地方公共団体が共同して推進するための共同処理セ
ンターの整備 

 
 ※☆印については国庫補助事業により整備される場合もある。 

充 当 率 

９０％ 

※後年度、元利償還金の３０％相当額を普通交付税の基準財政需要 

額に算入 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

市町村課 地方債・公営企業係  
ＴＥＬ：０２７－２２６－２２２４ 

 

実    績 

 

平成２５年度 川場村・玉村町(地域資源活用事業) 
平成２６年度 玉村町(地域資源活用事業) 
平成２９年度 前橋市・川場村(地域資源活用事業) 
平成３０年度 館林市・安中市（地域資源活用事業） 
令 和 元 年 度  前橋市（地域資源活用事業） 
令 和 ２ 年 度  前橋市（地域資源活用事業） 
令 和 ３ 年 度  前橋市・玉村町（地域資源活用事業） 
令 和 ４ 年 度  前橋市・玉村町（地域資源活用事業） 
令 和 ５ 年 度  前橋市・玉村町（地域資源活用事業） 
令 和 ６ 年 度  前橋市・館林市 
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事 業 名 コミュニティ助成事業（共生の地域づくり助成事業） ８ 

根 拠 法 令 等 コミュニティ助成事業実施要綱 

制 

度 

の 

概 

要 

目  的 

 宝くじの社会貢献広報事業として地域づくり活動に対して助成を行

い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社

会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものとする。 

実施主体 

（助成対象）
市町村又は市町村が認めるコミュニティ組織 

助成内容 

地域の創意工夫により、地域の実情に応じて、子ども、女性、高齢

者、障がい者など全ての住民にやさしいまちづくりを進めるための先

導的な設備等（建築物、消耗品は除く）の整備に関する事業又はソフ

ト事業。 

 また、ハード事業についてはユニバーサルデザインに配慮した設備

等の整備、ソフト事業については子ども・女性・高齢者・障がい者な

どにやさしいまちづくりを進めるための取り組みが対象となる。（バ

リアフリー化工事も対象。） 

 ただし、自治総合センターが実施している他の事業と重複するもの

は対象外とする。  

助成金 

（一財）自治総合センター 

10／10 以内（上限 10,000 千円。ただし、ソフト事業は上限 5,000 千

円。） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域創生課 地域支援・過疎係 

０２７－２２６－２３５２ 

実    績 

 

平成 25 年度 1 件 10,000 千円 

平成 27 年度 1 件    400 千円 

平成 28 年度 1 件  3,500 千円 

平成 29 年度 1 件 10,000 千円 

平成 30 年度 1 件  7,300 千円 

令和２年度  2 件 18,300 千円 

令和３年度  1 件 10,000 千円 

令和５年度  1 件 10,000 千円 

令和６年度  1 件 10,000 千円 
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事 業 名 リトリート環境整備事業補助金 ９  

根 拠 法 令 等 リトリート環境整備事業補助金交付要綱 

制 

度 

の

概

要 

目  的 
群馬県をリトリートの聖地とし、群馬県への旅行の長期滞在化及び付

加価値向上のために必要な面的なリトリート環境を整備すること。 

補助対象 

等 

市町村、観光協会、旅館組合等の複数の団体で構成されている協議会、

コンソーシアム等（市町村を含むことが必須） 

事業内容 

以下の事業であって、群馬県が選出した専門的な知見を有するアドバ

イザーへ意見を聴取した上で実行される事業を補助対象とする 

 

【ハード事業】 

・新築、増改築、模様替えに係る設計費及び工事費 

・造成費、外構工事費 

・既存施設の撤去・解体費用（撤去・解体しなければ施設を整備でき

ない場合に限る） 

・その他、本事業の遂行に必要な施設整備費 

【ソフト事業】 

以下の経費について対象経費全体の２割以内に限り対象とする。（複

数年に及ぶ事業の場合、その全体の２割以内） 

・専門的な知見を有するアドバイザーへ支出する委託費、報酬、謝金 

・整備する施設等と一体的に活用される可搬式の設備整備費 

・整備する施設等と一体的に活用されるソフトウェア開発費等 

 

補 助 率 ５０％（上限 100,000 千円） 

担 当 課

及 び 

連 絡 先 

観光リトリート推進課 事業推進係 

０２７－２２６－３３８５ 

実    績 

 

令和５年度：１件 

令和６年度：２件 
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事 業 名 コミュニティ助成事業（コミュニティセンター助成事業） １０ 

根 拠 法 令 等 コミュニティ助成事業実施要綱 

制 

度 

の 

概 

要 

目  的 

 宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な集会

施設の整備に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強

化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与

するものとする。 

実施主体 

（助成対象）
市町村又は市町村が認めるコミュニティ組織 

助成内容 

住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健

全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会

施設（コミュニティセンター・自治会集会所等）の建設又は大規模

修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業。 

助成金 
(一財)自治総合センター 

３／５以内（15,000 千円を上限） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域創生課 地域支援・過疎係 

０２７－２２６－２３５２ 

実    績 

 

令和元年度 3 件  45,000 千円 

令和２年度 3 件  28,200 千円 

令和３年度 3 件   45,000 千円 

令和４年度 4 件  58,400 千円 

令和５年度 4 件  59,800 千円 

令和６年度 3 件  45,000 千円 
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事 業 名 地域振興調整費（住民センター等整備事業） １１ 

根 拠 法 令 等 地域振興調整費補助金交付要綱  

制 

度 

の 

概 

要 

目  的 
 行政と地域住民が連携し、地域のコミュニティ機能を強化し、魅力

ある地域へと向上させる取組を支援することを目的とする。 

補助対象 

 住民自治組織 

 ※新築、全面改築、床面積の変更を伴う改修については、法人格を 

有する認可地縁団体 

事業内容 

(補助メニ 

ュー) 

 集会施設の建設経費の一部を補助する。 

１．新設、全面改築 

  ※ユニバーサルデザインへの配慮が必要 

２．改修 

  ※バリアフリー化または長寿命化を目的とする事業に限る 

  （長寿命化を目的とする改修については、工事費が 2,000 千円以 

上の事業が対象） 

補 助 率 

１／２以内 

新設又は全面改築（限度額：３，０００千円または市町村補助額のう 

              ちいずれか少ない額） 

改修             （限度額：１，５００千円または市町村補助額のう 

                            ちいずれか少ない額） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域創生課 地域連携係 

０２７－２２６－２３６１（内）２３６１ 

実    績 

 

平成 26 年度 3 件  2,850 千円 

平成 27 年度  6 件 11,633 千円 

平成 28 年度 5 件 8,093 千円 

平成 29 年度 3 件 4,629 千円 

平成 30 年度 5 件 7,849 千円 

令和元年度 2 件 1,672 千円 

令和２年度 1 件 3,000 千円 

令和３年度 1 件  500 千円 

令和４年度 0 件   0 千円 

令和５年度  0 件      0 千円 

令和６年度  0 件      0 千円 
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事 業 名 人材力の活性化（単独事業） １２ 

根 拠 法 令 等 地方債同意等基準運用要綱 

制 

度 

の 

概 

要 

目  的 
 地方への移住者・定住者、地場産業の後継者など、地域を支える人

材の育成及び確保を図るための施設の整備を支援する。 

事業実施 市町村 

事業内容 

ア Ｕターン等による地方移住者・定住者向け貸付住宅の整備 

イ 地場産業後継者の育成・支援施設等の整備 

ウ ＮＰＯサポートセンター、ボランティア支援センター等の共生社

会を支える市民活動支援のための施設の整備 

（具体例） 

①   ＮＰＯサポートセンター 

    ② ボランティア支援センター 等 

 

エ 地域貢献・地域連携を主たる目的とする公立大学、公立短期大学及び公

立高等専門学校の施設（産学連携拠点施設、サテライトキャンパス、地

域交流拠点施設、地域連携センター等）の整備（私学大学等の設置者か

らの買取りは除く） 

充 当 率 

９０％ 

※後年度、元利償還金の３０％相当額を普通交付税の基準財政需要 

額に算入 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

市町村課 地方債・公営企業係  

ＴＥＬ：０２７－２２６－２２２４ 

実    績 

 

平成２１年度 上野村（地方移住者等貸付住宅整備） 

高崎市、太田市、藤岡市 

令 和 ５ 年 度 前橋市 
令 和 ６ 年 度 前橋市 
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事 業 名 地域の歴史文化資産の活用（単独事業） １３ 

根 拠 法 令 等 地方債同意等基準運用要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
 個性的で誇りに満ちた地域社会の形成に資する地域主導による歴史
文化資産の保存・活用を図るための施設等の整備を支援する。 

事業実施 市町村 

事業内容 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 182 条第 2 項の規定によ
り指定された有形文化財、有形民俗文化財等（建造物等又は土地に限
る。）の取得、保存及び周辺整備 

②同法第 27 条第 1 項等の規定により指定された重要文化財、国宝等（建
造物等又は土地に限る。）の取得、保存及び周辺整備 

③同法第 57 条第 1 項等の規定により登録された有形文化財、有形民俗
文化財等（建造物等又は土地に限る。）の取得、保存及び周辺整備 

④住民が地域の歴史文化資産とふれあう場等の整備や歴史的建造物・街
並みの保存及び周辺整備等 

充 当 率 

９０％ 

※後年度、元利償還金の３０％相当額を普通交付税の基準財政需要 

 額に算入 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

市町村課 地方債・公営企業係  
ＴＥＬ：０２７－２２６－２２２４ 

実    績 

 
平成２１年度 藤岡市（地域資源活用促進事業） 
平成２４年度 前橋市 
平成２５年度 前橋市 
平成２６年度 前橋市 
平成２７年度 前橋市 
平成２８年度 前橋市 
平成２９年度 前橋市 
令 和 元 年 度 前橋市、沼田市 
令 和 ４ 年 度 伊勢崎市、安中市 
令 和 ５ 年 度 前橋市 
令 和 ６ 年 度 前橋市 
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事 業 名 都市開発資金 １４ 

根 拠 法 令 等 都市開発資金の貸付けに関する法律 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

 都市の計画的整備を推進するために、地方公共団体等及び土地開発
公社に対し、公共施設や都市開発のための用地の先行取得資金を貸付
けるとともに、市街地再開発事業及び土地区画整理事業の促進のため
の必要な資金の貸付け、並びに良好な都市機能や都市環境の保全・創
出を推進するため、エリアマネジメント事業や賑わい増進事業に必要
な資金の貸付けを行うもの。 

補助対象 

下記①②④:地方公共団体、組合、個人、法人等(地方公共団体経由
で貸付け) 

下記③  :地方公共団体、中心市街地整備推進機構(地方公共団体
経由で貸付け) 

内  容 

①土地区画整理事業資金融資(無利子貸付金) 
・事業資金貸付金 
・保留地取得資金貸付金 
②市街地再開発事業資金融資(無利子貸付金) 
・事業資金貸付金・保留床取得資金貸付金 
③用地先行取得資金融資(長期・低利融資) 
・都市施設用地買収資金 
・都市機能更新用地買取資金 
④都市環境維持・改善事業資金融資(無利子貸付金) 
・法人等が行う都市環境維持・改善事業 
(まちづくり活動拠点、空地・空き店舗活用、ポケットパーク整備、駐
車場整備等） 
 
詳細については以下の国土交通省 HP をご確認ください 
http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_t 
k_000035.html 

補 助 率 
 組合、個人、法人等に無利子貸付けを行う地方公共団体に対してそ
の資金の一部(事業費うち国の貸付額は地方公共団体貸付額の 1/2 以
内) 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

都市計画課 企画推進係 
※「国の予算等貸付金債」に該当するため、借入れ（＝起債）に当た
っては、県知事（市町村課 地方債・公営企業係）への届出が必要。 
０２７－２２６－３６６１ 

実    績 
平成 8 年度 伊勢崎市（公園事業） 
平成 14～16 年度 桐生市（街路事業） 
平成 21 年度 千代田町（土地区画整理事業） 
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事 業 名 
林業・木材産業循環成長対策交付金 

（木造公共建築物等の整備） 
１５ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根 拠 法 令 等 森林・林業基本法                                               

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
 意欲と能力のある林業経営体に森林の経営・管理を集積・集約化す
るとともに、川上から川下までの連携による生産・加工・流通コスト
の一体的な削除を図るべく必要な支援を行うことを目的とする。 

補助対象 

 県、市町村、地方公共団体が出資する法人、特別区、地方公共団体
の組合その他「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における
木材の利用の促進に関する法律」（平成 22 年法律第 36 号）規定する公共
建築物の整備主体 

内  容 
・地方公共団体の方針に基づく公共建築物の整備 
 （木造公共施設、木質内装、木製外構施設、付帯施設等）  

補 助 率 

①木造公共施設、木製外構施設、附帯施設：補助率１５％ 
 なお、次に該当する施設のうち、特にモデル性が高いものは１／２ 
  ・CLT を構造耐力上主要な部分に活用する建築物 
  ・耐火建築物又は３階建ての準耐火建築物 
  ・角材を活用した壁柱や重ね梁を活用した建築物 
（採択要件） 
 床面積 1m2 当たりの地域材利用量が 0.18m3 以上かつ延べ床面積
300m2 以上であること。 
 
②木質内装：補助率３．７５％ 
      ただし、木質内装部分の事業費の１／２以内 
（採択要件） 
 対象施設の延べ床面積が 300m2 以上かつ木質内装を行う床及び壁等
の合計面積が 300m2 以上であること。 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

林業振興課 県産木材振興係 
ＴＥＬ：０２７－２２６－３２４０ 

実    績 平成２１，２２，２３，２４，２５，２７，２８年度 
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事 業 名 ぐんまの「木育」推進事業補助金（木育空間整備支援） １６ 

根 拠 法 令 等 森林・林業基本法 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
県産木材の利用を促進するとともに、森林づくりや木材の利用に関

わる人づくりを推進するため、木に触れ、その温もりや良さを感じて
もらうために実施する民間施設における木育空間整備を支援する。 

補助対象 民間施設等の設置運営者 

内  容 
県産木材を用いた木育スペースの設置に係る経費を補助 
・木製玩具・遊具及び什器等の購入に係る経費 
（県産木材を使用したものに限る） 

補 助 率 補助対象経費の１/２以内（上限 100 千円） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

林業振興課 県産木材振興係 
ＴＥＬ：０２７－２２６－３２４０ 

実    績 令和４年度 ２件、令和５年度 ３ 件 
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事 業 名 駅前駐輪場整備事業（単独事業） １７ 

根 拠 法 令 等 群馬県駅前駐輪場整備事業補助金交付要綱 

制

度

の

概 

要 

目  的 
 鉄道及び自転車の利用促進や鉄道駅利用者の利便性の向上と駐輪場
周辺の環境改善のため、市町村が実施する駅前駐輪場整備事業に対して
支援する。 

事業実施 市町村 

事業内容 
 駅前駐輪場の整備（駐輪場施設（屋根、ラック等）及び舗装等場内整
備） 
 ※駐輪台数が２００台程度以下の駐輪場を対象とする 

補助率等 

県１／２以内、補助限度額は１箇所当たり２，０００千円 
※用地費は除く。 
※国庫補助事業等他の補助事業の対象となる事業は除く。 

 ※鉄道事業者等からの負担金等の収入がある事業は、当該収入を控 
 除した額を補助対象経費の上限とする。 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

交通イノベーション推進課 鉄道振興係 
０２７－２２６－２３８１ 

実    績 

平成１５年度 粕川村 ２駅 
平成１６年度 邑楽町 １駅 
平成１７年度 前橋市 １駅 桐生市 １駅 
令和 ２年度 桐生市 １駅 

 

事 業 名 駐車場整備事業 １８ 

根 拠 法 令 等 
・駐車場法、都市計画法、道路法 
・地方債同意等基準 

制

度

の

概 

要 

目  的 
 公営企業として行われる一般公共の用に供される有料の駐車場の整
備事業及びこれらに対する一般会計からの出資金を対象とする。 

事業実施 市町村（一部事務組合を含む。） 

事業内容 
１建設改良費及び準建設改良費。（対象事業費には、自動二輪車、自転

車等の置場を併設し一体として運営するものを含む。） 

充 当 率 １００％ 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

市町村課 地方債・公営企業係  
ＴＥＬ：０２７－２２６－２２２７ 

実    績 なし 
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事 業 名 文化財保存事業費補助金 １９ 

根 拠 法 令 等 文化財保護法、群馬県文化財保護条例 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的  国・県指定等文化財を良好な状態で保存管理し、活用を図る。 

補助対象  国・県指定等文化財及び埋蔵文化財の保存・活用事業。 

内  容 
国・県指定等文化財の保存・整備・活用等に係る事業費の一部及び

重要遺跡の内容確認調査や分布調査等に係る事業費の一部を補助す
る。 

補 助 率  補助事業の種類ごとに定められた率。 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

 文化財保護課 
内線４６９２（文化財活用係長 笹澤） 

実    績 

平成２４年度 ８２事業   平成２５年度 ７１事業 
平成２６年度 ６７事業   平成２７年度 ６８事業 
平成２８年度 ７８事業   平成２９年度  ６９事業 
平成３０年度 ６５事業   令和 元年度 ７０事業 
令和 ２年度 ７２事業   令和 ３年度 ６６事業 
令和 ４年度 ７３事業   令和 ５年度 ７４事業 
令和 ６年度 ７０事業 

 

事 業 名 国際観光旅客税財源観光振興費補助金 ２０ 

根 拠 法 令 等 文化財保護法 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

・文化財に関する多言語で先進的な多言語解説を整備 
・文化財に新たな付加価値を付与し、より魅力的なものとする 
・インバウンドの増加に伴う文化財を活用した観光拠点の磨き上げ 
・先端技術を駆使した文化財の公開・活用の取組を支援 

補助対象 

 国指定等文化財の活用整備事業 
 ・文化財多言語解説整備 
 ・生きた歴史体感プログラムの製作 
 ・文化財の情報発信のためのコンテンツの作成及び環境整備 
 ・文化財の活用に資する設備等整備等 

事業内容 
 外国人観光客の増加が見込まれている中で、地域に所在する国指定
等文化財の総合的な活用推進に資する事業費の一部を補助する。 

補 助 率  補助事業の種類ごとに定められた率。 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

 文化財保護課 
 内線４６９２（文化財活用係長 笹澤） 

実    績 
 令和 元年度 ３事業    令和 ２年度 ３事業 
 令和 ３年度 １事業    令和 ４年度 ０事業 

令和 ５年度 １事業    令和 ６年度 ０事業 
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事 業 名 地域密着型介護拠点緊急整備 ２１ 

根 拠 法 令 等 群馬県介護基盤等整備事業費補助金交付要綱   

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
住み慣れた地域でできる限り生活を続けられるよう、地域密着型介

護老人福祉施設等の介護サービス基盤の充実を図る。               

補助対象 地域密着型介護老人福祉施設等の施設整備                         

内  容 
地域密着型介護老人福祉施設等の整備を行う市町村に対し、施設整

備費の一部を補助する。                                       

補 助 率 

定額 
○地域密着型特別養護老人ホーム １床あたり  5,280 千円 
○グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多

機能型居宅介護事業所 １施設あたり 39,600 千円  

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

介護高齢課 保健・居住施設係 
電 話：０２７－２２６－２５６６ 

実    績 

 
平成２４年度決算額        ２２１，０００千円 
平成２５年度決算額        ４３７，０００千円 
平成２６年度決算額         ９３，５９４千円 
平成２７年度決算額         ９２，７００千円 
平成２８年度決算額      １，０５３，０８０千円 

（前年度からの繰越分）     ７４１，６００千円 
 （当該年度分）         ３１１，４８０千円 
平成２９年度決算額      １，３２０，８８４千円 

（前年度からの繰越分）   １，０３４，７４１千円 
 （当該年度分）         ２８６，１４３千円 
平成３０年度決算額         ９２８，７８９千円 

（前年度からの繰越分）     ９２８，７８９千円 
 （当該年度分）               ０千円 
令和元年度決算額          １３３，３００千円 

（前年度からの繰越分）      ６４，０００千円 
 （当該年度分）          ６９，３００千円 
令和２年度決算額          ５４０，３０９千円 
 （前年度からの繰越分）     ４５１，１５０千円 
 （当該年度分）          ８９，１５９千円 
令和３年度決算額          ３４６，９７６千円 

（前年度からの繰越分）      ３４６，９７６千円 
 （当該年度分）               ０千円 
令和４年度決算額         １００，８００千円 

（前年度からの繰越分）      １００，８００千円 
 （当該年度分）               ０千円 
令和５年度決算額         ９７８，２９６千円 
 （前年度からの繰越分）     ９０８，０９６千円 
 （当該年度分）          ７０，２００千円 
令和６年度予算額         ９９５，７２５千円 
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事 業 名 子ども・子育て支援施設整備交付金 ２２ 

根 拠 法 令 等 児童福祉法、子ども・子育て支援法                               

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
放課後児童クラブの整備の促進を図ることにより、児童の福祉の増

進に資することを目的とする。                       

補助対象  市町村、社会福祉法人等                                       

内  容 放課後児童クラブの施設整備に対する補助。                     

補 助 率 

国１／３、県１／３、市町村１／３  
（社会福祉法人等は、国、県、市で 2/9 ずつ、社会福祉法人等 1/3） 
待機児童解消の場合 
国２／３、県１／６、市町村１／６ 
（社会福祉法人等は、国 1/2、県と市で 1/8 ずつ、社会福祉法人等 1/4） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

こども・子育て支援課 子育て支援係 
０２７－２２６－２６２２ 

実    績 

平成２７年度  放課後児童クラブ  ５か所 
平成２８年度  放課後児童クラブ  ９か所 
平成２９年度  放課後児童クラブ  ８か所 
平成３０年度 放課後児童クラブ １２か所 
令和 元年度  放課後児童クラブ １３か所 
令和 ２年度 放課後児童クラブ １０か所 
令和 ３年度 放課後児童クラブ １３か所 
令和 ４年度 放課後児童クラブ  １か所 
令和 ５年度 放課後児童クラブ  ５か所 
令和 ６年度 放課後児童クラブ  ２か所 

 

事 業 名 子ども・子育て支援交付金（放課後子ども環境整備事業） ２３ 

根 拠 法 令 等 児童福祉法、子ども・子育て支援法                               

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
小学校内の余裕教室等を活用するなどの方法により、放課後児童ク

ラブの設置促進を図る。 

補助対象 市町村                                                         

内  容 
小学校内等において教材等の保管場所として使用されている余裕教

室等の改修、倉庫設置等のために必要な費用に対する補助。       

補 助 率 国１／３、県１／３、市町村１／３                    

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

こども・子育て支援課 子育て支援係 
０２７－２２６－２６２２ 

実    績 

平成２６年度  ３か所  平成２７年度 ４か所 
平成２８年度 １４か所  平成２９年度  ０か所 
平成３０年度   ６か所  令和 元年度 ６か所 
令和 ２年度  ８か所  令和 ３年度 ７か所 
令和 ４年度  ４か所  令和 ５年度 ７か所 
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事 業 名 
一億総活躍社会の実現のためのいのちと生活を守る安心の確

保（単独事業） 
２４ 

根 拠 法 令 等 地方債同意等基準運用要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
少子高齢化対策、地域の足の確保、集落の再編対策など、地域住民

のいのちと生活を守り安心を確保するために必要な基盤整備を支援す
る。 

事業実施 市町村 

事業内容 

１ リハビリテーション施設、看護師等養成所（学校教育法（昭和２
２年法律第２６号）第１条で定めるものを除く。）等の地域の少
子高齢化社会を支える保健福祉施設の整備 

 
２ 地域住民が公共施設・医療機関・ターミナル等へ移動するための

車両の導入 
 
３ 集落移転事業、定住促進団地整備事業及び季節居住団地整備事業

に伴って必要となる生活環境施設の整備 

充 当 率 
９０％ 
※後年度、元利償還金の３０％相当額を普通交付税の基準財政需要 

額に算入 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

市町村課 地方債・公営企業係  
ＴＥＬ：０２７－２２６－２２２４ 

実    績 

平成２１年度 前橋市、太田市（少子・高齢化対策事業） 
平成２５年度 館林市 
平成２６年度 館林市、下仁田町 
平成２８年度 館林市、長野原町 
令和 ４ 年度 館林市、富岡市 
令和 ５ 年度 前橋市 
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事 業 名 こども・子育て支援事業（単独事業） ２５ 

根 拠 法 令 等 地方債同意等基準運用要綱 

 

 

 

制 

度 

の 

概 

要 

 

目  的 
こども基本法に基づく市町村こども計画により行われるこども・子

育てを支援するための施設の整備を支援する 

実施主体 
市町村（社会福祉法人、学校法人等の公共的団体が実施する事業を含

む） 

事業内容 

１ 公共施設又は公用施設におけるこども・子育て支援機能強化のた

めの改修事業（子育て相談室、あそびの広場、科学・自然・音楽

・調理等の体験コーナー、子育て親子の交流の場等（以下「子育

て相談室等」という。）の設置） 

２ こども・子育て支援機能強化のための公共施設の新築、増築又は

改築事業（子育て相談室等の設置） 

３ 子育て関連施設（保育所等の児童福祉施設、障害児施設、認定こ

ども園、幼稚園等）における環境改善事業（空調、防犯対策設備、

防災対策設備、調理場、手洗い場、スプリンクラー、遊具、園庭、

駐車場等の設置、バリアフリー化、トイレの洋式化等） 

４ 認定こども園（公立の幼稚園型、保育所型及び地方裁量型並びに

私立の地方裁量型）の保育所機能又は幼稚園機能に係る施設等の

整備 

充 当 率 

９０％ 

※後年度、元利償還金の５０％（機能強化を伴う改修）又は３０％（新

築・増築）相当額を普通交付税の基準財政需要額に算入 

担 当 課

及 び 

連 絡 先 

市町村課 地方債・公営企業係 

ＴＥＬ：０２７－２２６－２２２４ 

実    績 令和 ６ 年度 安中市 
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事 業 名 かわまちづくり支援制度 ２６ 

根 拠 法 令 等 河川法                                                           

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性
化するため、地域の景観、歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地
域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民
と河川管理者の連携の下で立案された実現性の高い水辺の整備・利用に
係る「かわまちづくり」の取組を河川管理者が支援する制度 

対象箇所 指定区間内の一級河川 

内  容 

市町村及び民間事業者等が河川管理者と共同で以下の内容を定めた
「かわまちづくり計画」を作成し、国へ登録申請を行う。 

（１）水辺とまちづくりに関する基本方針 
（２）支援事業の内容（ソフト施策、ハード施策） 
（３）その他特筆すべき事項 
河川管理者は「かわまちづくり計画」に基づき、河川管理施設の整備

のハード施策や「かわまちづくり」の実現に向けたソフト施策を行う。 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

 
河川課 川づくり係 
０２７－２２６－３６２６ 

実    績 

 
平成３０年度 みなかみ町かわまちづくり(利根川) 
＜参考＞ 
国土交通省管理河川 ２地区 
（利根川利根大堰上流地区（千代田町）、烏川高松地区（高崎市）） 
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事 業 名 水辺の楽校プロジェクト   ２７ 

根 拠 法 令 等 河川法 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

子どもが安全に水辺に近づけ、環境学習や地域交流などの活動を、市
民団体や河川管理者、教育関係者などが一体となって推進するために必
要な、親水護岸などのハード整備を河川管理者が行い取組を支援するも
の。 

対象箇所 指定区間内の一級河川 

内容 

市町村等の要望に基づき水辺に近づきやすく、水とふれあえる学びの
場や遊びの場となるよう堤防の緩傾斜化やワンド遊歩道を整備 

○県（河川管理者）は、堤防・護岸等河川管理施設の整備 
○市町村等は、水辺に親しむための施設の整備や利用にかかる日常管理 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

 
河川課 川づくり係 

０２７－２２６－３６２６ 

実    績 

 

平成２０年度 牛池川、桜川  平成２１～２８年度 桜川 
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事 業 名 創業者・再チャレンジ支援資金 ２８ 

根 拠 法 令 等 群馬県創業者・再チャレンジ支援資金融資促進制度要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 新たに事業を始めようとする者や再起業しようとする者を支援する。 

融  資 
対 象 者 

①Ａタイプ 
 創業後５年未満の中小企業者で、要件に該当する方 
②Ｂ－１タイプ 
 これから創業する方又は創業後５年未満の方で、要件に該当する方 
③Ｂ－２タイプ 
 金融機関に加えて群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から
創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後３年未満の
方で、要件に該当する方 
④Ｂ－３タイプ 
 Ｂ－２タイプに該当する方のうち、女性・若者（34 歳以下）・シニア（55
歳以上）の方 
⑤Ｃタイプ 
 事業廃止又は会社解散から５年未満の方で、これから再起業する方又は
再起業後５年未満の方で、要件に該当する方 
⑥Ｄタイプ 
 これから法人として創業する方又は法人で創業後５年未満の方で、要件
に該当する方 

資金使途 設備資金及び運転資金 

融  資
限度額等 

融資限度額：Ａタイプ ４，５００万円（内運転資金２，５００万円） 
      Ｂ・Ｃ・Ｄタイプ ３，５００万円 
融 資 利 率：責任共有対象外 年１．６％以内 
      責任共有対象  年１．６５％以内 
融 資 期 間：Ａタイプ    設備    １０年以内（うち据置２年以内） 
              運転   １０年以内（うち据置１年以内） 
      Ｂ・Ｃ・Ｄタイプ 設備 １０年以内（うち据置１年以内） 
                運転 １０年以内（うち据置１年以内） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域企業支援課 金融係 
０２７－２２６－３３３２ 

実    績 

 
平成２３年度 ２３２件 １，２１６，２１３千円 
平成２４年度 １７２件   ９６２，２３０千円 
平成２５年度 １５７件   ８３７，８０７千円 
平成２６年度 １９０件 １，０６５，５４５千円 
平成２７年度 １４９件   ８３９，２４０千円 
平成２８年度 １０８件   ５８８，２６５千円 
平成２９年度 １１８件   ６７５，０６０千円 
平成３０年度 １０８件   ６１５, ７９０千円 
令和 元年度  ８９件   ４８７，０９３千円 
令和 ２年度  ７６件   ４３２，１２０千円 
令和 ３年度 １４３件   ８１８，５３０千円 
令和 ４年度 １３６件   ８３２，８１０千円 
令和 ５年度 １３０件   ７２１，１５０千円 
令和 ６年度 １８５件 １，０７５，４８０千円 
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事 業 名 空き家再生等推進事業（社会資本整備総合交付金） ２９ 

根 拠 法 令 等 

小規模住宅地区等改良事業制度要綱、社会資本整備総合交付金交付

要綱、住宅地区改良事業等対象要綱、住宅地区改良事業等補助金交付

要綱 

制 

度 

の 

概 

要 

目  的 

老朽化の著しい住宅が存在する地区において、住環境の改善を図る

ため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅又

は空き家建築物の活用を行い、もって公共の福祉に寄与する。 

補助対象 市町村 

内  容 
不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却及び所有者の特定、空

き家住宅又は空き建築物の活用 

補 助 率 ２分の１ 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 

平成 28 年度 桐生市（実態把握）、富岡市（除却・活用) 

平成 29 年度 伊勢崎市（除却）、みどり市（実態把握）、吉岡町 

     （実態把握）、榛東村（実態把握）、下仁田町（除却） 

平成 30 年度 伊勢崎市（除却）、館林市（除却）、下仁田町（除却） 

令和元年度 伊勢崎市（除却）、館林市（除却）、下仁田町（除却）、 

      明和町（実態把握） 

令和２年度 館林市（実態把握）、高山村（実態把握）、 

      下仁田町（除却）、明和町（実態把握）、大泉町（除却） 

令和３年度 下仁田町（除却）、長野原町（活用）、 
      明和町（除却・実態把握）、大泉町（除却） 
令和４年度 吉岡町（実態把握）、下仁田町（除却）、大泉町（除却） 
令和５年度 館林市（除却）、富岡市（除却）、下仁田町（除却）、

長野原町（活用）、高山村（除却）、大泉町（除却） 
令和６年度 富岡（所有者特定）、下仁田町（除却・実態把握）、長

野原町（活用）、明和町（除却・所有者特定）、大泉町
（除却） 
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事 業 名 空き家対策総合支援事業（国庫補助） ３０ 

根 拠 法 令 等 
住宅市街地総合整備事業制度要綱、小規模住宅地区等改良事業制度

要綱、住宅地区改良事業等対象要綱 

制 

度 
の 
概
要 

目  的 

空家等対策の推進に関する特別措置法第 6 条第 1 項に規定する空家

等対策計画に沿って実施される市町村の空き家対策を支援する事業

で、住環境の改善を図るため、不良住宅、空家等又は特定空家等の除

却及び空家等の活用を行い、もって公共の福祉に寄与する。 

補助対象 市町村 

内  容 
不良住宅、空家等又は特定空家等の除却、活用及び所有者の特定等

に対する補助制度 

補 助 率 ２分の１ 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 

平成 28 年度 前橋市（除却・活用・実態把握） 

平成 29 年度 前橋市（除却・活用・実態把握）、 

      富岡市（除却・活用）、 

      中之条町（除却・活用） 

平成 30 年度 前橋市（除却・活用）、桐生市（除却・活用）、 

      富岡市（除却・活用）、中之条町（除却）、 

令和元年度 前橋市（除却・活用）、桐生市（除却・活用）、 

      富岡市（除却）、甘楽町（除却）、 

      中之条町（除却） 

令和 2 年度 前橋市（除却・活用）、桐生市（除却）、 

      伊勢崎市（除却・活用・実態把握）、 

      富岡市（除却・実態把握）、甘楽町（除却）、 

      中之条町（除却・活用） 

令和 3 年度 前橋市（除却・活用）、 

             桐生市（除却・活用・実態把握）、 

      伊勢 崎 市（除 却）、富岡 市 （除却 ・所 有者特 定 ）   

      甘楽町（除却・活用）、中之条町（除却） 

令和 4 年度  前橋市（活用）、桐生市（除却）伊勢崎市（除却）、 

富岡市（除却）、甘楽町（除却・実態把握）、 

中之条町（除却） 

令和 5 年度 前橋市（活用）、桐生市（除却・活用）、伊勢崎市（除

却）、渋川市（活用）、甘楽町（除却）、中之条町（除

却） 

令和 6 年度 前橋市（活用）、桐生市（除却・活用）、伊勢崎市（除

却・活用）、甘楽町（除却）、中之条町（除却）、千代

田町（実態把握） 
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事 業 名 群馬県特定空家等解体支援事業 ３１ 

根 拠 法 令 等 群馬県特定空家等解体支援事業補助金交付要綱 

制 

度 
の 
概
要 

目  的 
空家等対策の推進に関する特別措置法第１４条第１０項の規定に基

づき、所有者不明等の特定空家等を除却する市町村を支援する事業で、
老朽化した危険空き家の除却を促進し、地域の住環境向上を図る。 

補助対象 市町村 

内  容 所有者不明特定空家等の除却（略式代執行）に対する補助制度 

補 助 率 ２分の１（上限５００千円／１件） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 平成 29 年度 下仁田町 

                                                                                  

事 業 名 暮らし・にぎわい再生事業（社会資本整備総合交付金） ３２ 

根 拠 法 令 等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

制 

度 
の 
概 
要 

目  的 

暮らし・にぎわい再生事業は、中心市街地の再生を図るため、内
閣総理大臣による中心市街地活性化基本計画の認定を受けた地区
について、都市機能のまちなか立地、空きビル再生、多目的広場等
の整備等を総合的に支援することにより、まちなかに公共公益施設
等の都市機能等の導入を図ることを目的とする。 

補助対象 地方公共団体 

内  容 
都市機能まちなか立地支援、空きビル再生支援、賑わい空間施設整

備、附帯事業 

補 助 率 ３分の１（要件を満たせば５分の２に割増有） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 

（補助事業年度） 
平成 20～22 年度   高崎市（高松町地区） 
平成 26～令和元年度  高崎市（高崎駅東口地区 高崎芸術劇場） 
平成 29～令和元年度  群馬県（群馬県コンベンション地区 G メッセ） 
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事 業 名 市街地再開発事業（社会資本整備総合交付金） ３３ 

根 拠 法 令 等 都市再開発法、社会資本整備総合交付金交付要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
市街地再開発事業は、都市における土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目
的とする。 

補助対象 地方公共団体 

内  容 調査設計計画、土地整備、共同施設整備及び附帯施設整備 

補 助 率 
事業主体が施行者に補助する費用の２分の１かつ事業に要する費用

の３分の１のいずれか低い額 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 

 
（事業認可） 
S54.3.29  高崎市（高崎市中部名店街Ｂ１） 
S57.1.6   高崎市（高崎駅東口第一） 
S62.1.21  高崎市（高崎駅西口第一） 
S62.6.23  高崎市（高崎駅東口第二） 
S62.11.27 高崎市（高崎駅西口第二） 
H2.3.12   高崎市（高崎市城址） 
H2.4.24   沼田市（下之町） 
H3.9.4    高崎市（高崎駅東口第三） 
H4.7.20   前橋市（千代田町二丁目５番街） 
H6.11.25 高崎市（高崎駅東口第四） 
H7.8.22  高崎市（高崎駅西口旭町西） 
H11.8.30 高崎市（高崎駅西口北第一） 
H27.1.21 太田市（太田駅南口第二） 
H29.1.20 高崎市（高崎駅東口第九） 
R1.8.7    前橋市（JR 前橋駅北口） 
R2.8.11  太田市（太田市浜町第二地区） 
R5.12.18  太田市（太田駅南口第三地区） 
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事 業 名 住宅市街地総合整備事業（社会資本整備総合交付金） ３４ 

根 拠 法 令 等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

制 

度 

の 
概 
要 

目  的 

住宅市街地総合整備事業は、既成市街地において、快適な居住環
境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地
の整備改善、街なか居住の推進等を図るため、住宅等の整備、公共
施設の整備等を総合的に行う事業について、地方公共団体等に対
し、国が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与
することを目的とする。 

補助対象 地方公共団体他 

内  容 
整備計画策定等、共同施設整備等、公共空間等整備、老朽建築物等

除却、地区公共施設等整備、仮設住宅等設置、公営住宅整備事業等 

補 助 率 ２分の１、３分の１ 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 

平成 8～16 年度  渋川市（石原地区） 
平成 9～17 年度  桐生市（南小地区） 
平成 10～12 年度 伊勢崎市（平和町）、太田市（太田駅周辺） 
平成 15～16 年度 桐生市（広沢町一・二・三丁目地区） 
平成 13～令和 4 年度（実施中）伊勢崎市（伊勢崎駅周辺第一地区） 
平成 30～令和 3 年度 前橋市（中川地区前橋版 CCRC） 

 

事 業 名 都市再生総合整備事業（社会資本整備総合交付金） ３５ 

根 拠 法 令 等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

制 

度 

の 
概 
要 

目  的 

都市再生総合整備事業は、大都市圏における経済活動の過度の集
中による交通渋滞、環境負荷の高まり、居住立地構造の歪み等への
対応、既成市街地や臨海部を中心に発生している大規模工場跡地等
の低・未利用地の有効活用、防災上危険な密集市街地の改善等の課
題を総合的･戦略的に解決し、わが国の都市の構造と環境を経済社
会の変化に対応した豊かな都市生活や経済活動を実現できるもの
へと再構築することを目的とする。 

補助対象 地方公共団体他 

内  容 
基本計画等策定、都市基盤施設、地域生活基盤施設、高質空間形成

施設、高次都市施設 

補 助 率 ３分の１ 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績  
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事 業 名 
バリアフリー環境整備促進事業  （社会資本整備総合交付金） 

（旧 人にやさしいまちづくり事業） 
３６ 

根 拠 法 令 等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

制 

度 

の 
概 
要 

目  的 

バリアフリー環境整備促進事業は、本格的な高齢社会の到来、都

市化の進展等に対応して、高齢者及び障害者に配慮したまちづくり

の推進を図り、高齢者等の社会参加を促進するため、市街地におけ

る高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備、高

齢者等の利用に配慮した建築物の整備等を行い、もって公共の福祉

に寄与することを目的とする。 

補助対象 地方公共団体 

内  容 基本構想及びバリアフリー環境整備計画作成、移動システム等の整備 

補 助 率 
事業主体が行う事業については事業費の３分の１ 
事業主体が施行者に補助する費用の２分の１かつ事業に要する費用

の３分の１のいずれか低い額 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 

 
（補助事業年度） 
 平成 6 年度  高崎市（駅東口） 
 平成 8 年度 前橋市（新前橋駅） 
 平成 9 年度  前橋市（新前橋駅） 
 平成 10 年度 前橋市（新前橋駅） 
 平成 11 年度 高崎市（駅西口） 
 平成 17 年度 高崎市（駅西口） 
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事 業 名 街なみ環境整備事業（社会資本整備総合交付金） ３７ 

根 拠 法 令 等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

制 

度 

の 

概 
要 

目  的 

この事業は、住宅が密集し、かつ、生活道路等の地区施設が未整

備であること、住宅等が良好な美観を有していないこと等により住

環境の整備改善を必要とする区域において、ゆとりとうるおいのあ

る住宅地区の形成のため、地区施設、住宅及び生活環境施設の整備

等住環境の整備改善を行う地方公共団体及び土地所有者等に対し

て国等が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与

することを目的とする。 

補助対象 市町村他 

内  容 
協議会活動助成事業、整備方針策定事業、事業計画策定、街なみ整

備事業、街なみ整備助成事業 

助 率 ２分の１、３分の１ 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 

 

平成 26～令和 5 年度 みなかみ町（湯宿地区） 

平成 27～令和 5 年度 甘楽町（甘楽町小幡地区） 

平成 28～令和 5 年度 富岡市（富岡中央地区） 

平成 17～令和 6 年度（実施中） みなかみ町（水上地区） 

平成 22～令和 6 年度（実施中） 草津町（クラッシック草津地区） 

令和 5 年度～（実施中） 前橋市（総社及び総社山王地区） 

令和 6 年度～（実施中） 前橋市（厩橋地区） 
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事 業 名 優良建築物等整備事業 （社会資本整備総合交付金） ３８ 

根 拠 法 令 等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

優良建築物等整備事業は、市街地の環境の整備改善、良好な市街地
住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与す
る優良建築物等の整備を行う事業について、国が必要な助成を行う制
度を確立し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。 

補助対象 地方公共団体 

内  容 調査設計計画、土地整備、共同施設整備 

補 助 率 
○事業主体が行う事業については事業費の３分の１ 
○事業主体が施行者に補助する費用の２分の１かつ事業に要する費用

の３分の１のいずれか低い額 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 

 
（補助事業年度） 
昭和 59 年度 高崎市（田町）、昭和 61～63 年度 高崎市（都心部Ａ２） 
昭和 62～63 年度 高崎市（高崎駅西口第五） 
昭和 63 年度 高崎市（都心部Ｂ３）、昭和 63～平成 2 年度 高崎市（都心部Ｂ

２） 
平成元～5 年度 前橋市（本町２１３）、平成 4～5 年度 高崎市（本町第三） 
平成 6～9 年度 高崎市（高崎駅東口第五） 
平成 8～9 年度 草津町（ターミナル西）、平成 10～12 年度 高崎市（宮元町） 
平成 11～12 年度 高崎市（高崎駅東口第六）、平成 12～13 年度 高崎市（鶴見

町）平成 12～14 年度 前橋市（南町３６５）、平成 13～15 年度 高崎市（真町） 
平成 13～14 年度 高崎市（八島町）、 
平成 14～15 年度 高崎市（高崎駅西口北第二）、 
平成 16～17 年度 高崎市（高崎市旭町）、 
平成 16～17 年度 高崎市（高崎市八島町南）、 
平成 18～20 年度 前橋市（前橋市本町１１） 
平成 19～21 年度 太田市（浜町）、平成 20～22 年度 高崎市（高崎駅西口第四） 
平成 22～23 年度 高崎市（高崎駅東口第八） 
平成 26～27 年度 前橋市（表町２１８） 
平成 27～30 年度  前橋市（城東町１１） 
平成 28～30 年度  前橋市（本町２１３－２） 
令和元～3 年度  前橋市（本町１４） 
令和 2 年度～   高崎市（宮元町第二）※実施中 

令和 4 年度～   前橋市（古市町一丁目）※実施中 

令和 5 年度～   高崎市（連雀町地区）※実施中 
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事 業 名 まちづくり融資 ３９ 

根 拠 法 令 等  

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
マンション建替事業、市街地再開発事業等で、マンション建替組合

・再開発組合・保留床取得者等様々な立場の主体が必要とする様々な
資金に適確に対応した低金利な融資で資金計画を支援する。 

融資対象 
分譲住宅建設事業者、マンション建替組合、再開発組合、保留床取

得者等 

内  容 
 共同建替事業、マンション建替事業、総合的設計協調建替え事業、
地区計画等適合建替え事業 

融 資 額 対象事業費の１００％ 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績  
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事 業 名 防災・省エネまちづくり緊急促進事業（社会資本整備総合交付金） ４０ 

根 拠 法 令 等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

制 

度 

の 
概 
要 

目  的 

 防災・省エネまちづくり緊急促進事業は、防災性能や省エネルギ
ー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設
建築物等の整備に関する事業について、国が施行者又は特定建築者
に対しこれらの者が行う住宅・建築物及びその敷地の整備に関する
事業並びにこれらに附帯する事業のための費用の一部を交付する
ことにより、上記政策課題への対応に資する事業の緊急的な促進を
図ることを目的とする。 

補助対象 地方公共団体 

内  容 

①政策課題対応タイプ 
【必須要件】 
・高齢者等配慮対策（バリアフリー化）、子育て支援（バリアフリー

化、防犯性）、防災対策（帰宅困難者支援［都市部］、構造安全性）、
省エネルギー対策（省エネルギー誘導基準への適合）、環境対策（リ
サイクルへの配慮、劣化対策） 

【選択要件】 
・防犯対策（帰宅困難者支援［地方部］、延焼遮断、津波に対する構

造安全性、雨水対策）、環境対策（ライフサイクルコスト、都市緑
化、木材利用）、子育て対策（遮音性向上、居住環境、共働き世帯
支援）、生産性の向上（BIM の導入）、働き方対策（テレワーク拠
点の整備）、省エネルギー対策（ZEB 水準に適合） 

②地域活性化タイプ  ※令和４年補正予算により創設 
工事費の高騰に伴う事業の停滞によって生活再建等に支障を及ぼすお

それのある市街地再開発事業等に対して支援することで、事業の円
滑な推進を図る。 

補 助 率 

①政策課題対応タイプ 
選択要件適用数により１００分の３、１００分の５、１００分の７ 
②地域活性化タイプ 
建設工事費高騰分若しくは事業者が負担する事業費（青枠部分）の
11.5％のいずれか少ない額 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 
②地域活性化タイプ 

令和 5 年度     前橋市（ＪＲ前橋駅北口） 
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事 業 名 防災・省エネまちづくり緊急促進事業（国庫補助） ４１ 

根 拠 法 令 等 防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱 

制 

度 

の 

概 
要 

目  的 

 防災・省エネまちづくり緊急促進事業は、防災性能や省エネルギ

ー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設

建築物等の整備に関する事業について、国が施行者又は特定建築者

に対しこれらの者が行う住宅・建築物及びその敷地の整備に関する

事業並びにこれらに附帯する事業のための費用の一部を交付する

ことにより、上記政策課題への対応に資する事業の緊急的な促進を

図ることを目的とする。 

補助対象 地方公共団体及び民間事業者等 

内  容 

①政策課題対応タイプ 
【必須要件】 
・高齢者等配慮対策（バリアフリー化）、子育て支援（バリアフリー
化、防犯性）、防災対策（帰宅困難者支援［都市部］、構造安全性）、
省エネルギー対策（省エネルギー誘導基準への適合）、環境対策（リ
サイクルへの配慮、劣化対策） 
【選択要件】 
・防犯対策（帰宅困難者支援［地方部］、延焼遮断、津波に対する構
造安全性、雨水対策）、環境対策（ライフサイクルコスト、都市緑化、
木材利用）、子育て対策（遮音性向上、居住環境、共働き世帯支援）、
生産性の向上（BIM の導入）、働き方対策（テレワーク拠点の整備）、
省エネルギー対策（ZEB 水準に適合） 
②地域活性化タイプ  ※令和４年補正予算により創設 
工事費の高騰に伴う事業の停滞によって生活再建等に支障を及ぼすお
それのある市街地再開発事業等に対して支援することで、事業の円滑
な推進を図る。 

補 助 率 

①政策課題対応タイプ 
選択要件適用数により１００分の３、１００分の５、１００分の７ 
②地域活性化タイプ 
建設工事費高騰分若しくは事業者が負担する事業費（青枠部分）の
11.5％のいずれか少ない額 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 

平成 27～28 年度        太田市（太田駅南口第二） 
平成 28～30 年度        前橋市（城東町１１） 
平成 29～令和元年度      高崎市（高崎駅東口第九） 
令和 2 年度～（実施中）     前橋市（ＪＲ前橋駅北口） 
令和 4 年度～（実施中）     高崎市（宮元町第二） 
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事 業 名 災害時拠点強靱化緊急促進事業（国庫補助） ４２ 

根 拠 法 令 等 住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金交付要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

 災害時拠点強靱化緊急促進事業は、大規模災害時に大量に発生する

帰宅困難者及び負傷者を一時的に受け入れる施設を確保するため、地

域の防災拠点（一時滞在施設又は災害拠点病院）等地域の防災拠点等

学校、民間ビルや病院等の建築物において、帰宅困難者等を受け入れ

るために必要となるスペース、備蓄倉庫及び設備等を整備の緊急的な

促進を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。 

補助対象 地方公共団体及び民間事業者等 

内  容 
帰宅困難者等の受入スペースの整備、備蓄倉庫の整備、受入関連施

設の整備 
（R3 より地域防災拠点建築物整備緊急促進事業でパッケージ化） 

補 助 率 
事業主体が地方公共団体の場合：国２分の１、地方公共団体２分の１ 
事業主体が民間事業者等の場合：国３分の２、地方公共団体３分の１ 
※掛かり増し費用のみが補助対象 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 
 平成 27～29 年度 群馬県（前橋市上川淵地区 前橋赤十字病院） 
 平成 29～令和元年度 群馬県（群馬県コンベンション地区 G メッセ） 

 

事 業 名 
スマートウェルネス住宅等推進事業（国庫補助） 

【地域生活拠点型再開発事業】 
４３ 

根 拠 法 令 等 スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

 スマートウェルネス住宅等推進事業【地域生活拠点型再開発事業】

は、子育て世帯等のための地域生活拠点を整備する再開発事業につい

て、高齢者、子育て世帯等の多様な世代が交流し、安心して健康に暮

らすことができる環境の整備を図ることを目的とする。 

補助対象 地方公共団体 

内  容 調査設計計画、土地整備、共同施設整備及び附帯施設整備 

補 助 率 
事業主体が施行者に補助する費用の２分の１かつ事業に要する費用の
３分の１のいずれか低い額 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

住宅政策課 
電話 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 令和２年度～（実施中） 前橋市（ＪＲ前橋駅北口） 
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事 業 名 
住宅･建築物安全ストック形成事業（耐震）   

（社会資本整備総合交付金） 
４４ 

根 拠 法 令 等  社会資本整備総合交付金交付要綱 

制 
度 
の 
概 

要 

目  的 
 住宅・建築物の安全性の確保を図るため、住宅・建築物の耐震性の
向上に資する事業について、国が必要な助成を行う制度を確立し、も
って公共の福祉に寄与することを目的とする。 

補助対象   地方公共団体 

事業内容 

 耐震関係計画策定、耐震化普及啓発の取組、住宅・建築物の耐震診
断、耐震性の低い建築物の建替・除却、ブロック塀耐震対策、特定天
井の改修・撤去、エレベーター防災対策改修、建築物の土砂災害対策
のための改修、耐雪改修 等 

補 助 率 
１１．５％～２分の１ 
※事業内容により異なります。また、事業により県費補助もあります。 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

 建築課 
０２７－２２６－３７０８ 

実    績 

  
・木造住宅耐震改修補助実績（ブロック塀等含む） 

H29：32 件  
H30：19 件  
R 1：22 件 
R 2：25 件 
R 3：27 件 
R 4：31 件 
R 5：31 件 
R 6：52 件 
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事 業 名 住宅・建築物防災力緊急促進事業（国庫補助） ４５ 

根 拠 法 令 等 住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金交付要綱 

制 
度 
の 
概 

要 

目  的 
 地域の防災拠点となる建築物の整備を促進するため、大規模な建築
物等の耐震化並びに大規模災害時に大量に発生する避難者及び帰宅
困難者等を一時的に受け入れる施設の整備を支援する。 

補助対象 地方公共団体及び民間事業者等 

事業内容 

①建築物耐震対策緊急促進事業 
  多数の者が利用する大規模建築物、避難場所となる避難所・建築物
・マンション、緊急輸送道路等沿道の建築物、避難所等の天井・エ
レベーター・エスカレーター等の耐震診断や耐震改修、建替等 

②災害時拠点強靱化緊急促進事業 
  （事業番号 44 参照 R3 より①③とパッケージ化） 
③一時避難所整備緊急促進事業 

   水害時の避難者受け入れスペース、防災備蓄倉庫及び設備等の整 
備費補助 

補 助 率 

①11.5%～２分の１※ 
 ②（R3 より①③とパッケージ化） 
 ③事業主体が民間事業者の場合３分の２、地方公共団体の場合２分の

１ 
※事業内容により異なります。また、事業により県費補助もあります。 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

①  ③建築課  ０２７－２２６－３７０８ 
②  住宅政策課 ０２７－８９８－２８８９ 

実    績 

 
①  建築物耐震対策緊急促進事業 
 ・大規模建築物の補強設計 

H26：5 件 
H29：5 件 
H30：4 件 

 ・大規模建築物の耐震改修 
H28：1 件 
H30：2 件 
R 1：1 件  
R 3：1 件 
R 6：1 件 

 
③ 一時避難場所整備緊急促進事業 

R4 : 1 件 
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事 業 名 交通施設バリアフリー化推進  ４６ 

根 拠 法 令 等 群馬県交通施設バリアフリー化補助金交付要綱  

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

鉄道を利用する高齢者・障害者等の移動の円滑化を促進し、高齢社
会に対応するとともに障害者の自立と社会参加の要請に応えるため、
鉄道の駅におけるバリアフリー化設備整備に要する経費に対して支援
する。 

補助対象 市町村、鉄道事業者、交通エコロジー・モビリティ財団  

内  容 

群馬県内に所在する次の駅において実施するバリアフリー化設備整 
備 
①１日あたりの乗降客が３，０００人以上の駅 
②地域における交通の拠点駅又は地域の活性化のために重要な観光 
 の拠点駅でバリアフリー化設備を整備することが必要であると認 
 められる駅 
③その他駅周辺に福祉施設がある等の特段の理由によりバリアフリー

化設備を整備することが必要であると認められる駅 

補 助 率 県１／６以内（ただし市町村が補助する額以内） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

交通イノベーション推進課 鉄道振興係 
０２７－２２６－２３８１ 

実    績 

 
平成１３年度     【２駅】前橋駅、桐生駅 
平成１４年度     【２駅】渋川駅、沼田駅 
平成１６（～１７）年度【１駅】高崎駅 
平成１８年度     【１駅】前橋駅 
平成１９～２１年度  【１駅】館林駅 
平成２０～２１年度  【１駅】中之条駅 
平成２１～２２年度  【１駅】新前橋駅 
平成２２～２３年度  【１駅】駒形駅 
平成２５年度     【２駅】高崎駅（新幹線ホーム）、上毛高原駅  
平成２７年度     【２駅】高崎駅（在来線ホーム）、川俣駅 
平成２８年度     【３駅】前橋駅、安中駅、沼田駅 
平成２９年度     【４駅】安中駅、新前橋駅、渋川駅、館林駅 
平成３０年度     【１駅】前橋大島駅 
令和 元年度     【３駅】前橋大島駅、倉賀野駅、新町駅 
令和 ２年度     【２駅】新町駅、新桐生駅 
令和 ３年度     【１駅】新町駅 

令和 ４年度     【１駅】新町駅 
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事 業 名 市町村乗合バス補助事業 ４７ 

根 拠 法 令 等 群馬県市町村乗合バス補助金交付要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
 地域の実情に即して主体的にバス事業を運営している市町村等に対
し、県が財政支援をすることにより県民の日常生活に必要な交通手段
の確保を図る。 

事業主体 市町村・一部事務組合 

事業内容 
①運行費の補助 
②車両購入費の補助 

補助率等 

①運行費１／４ 
補助対象限度額：欠損額と補助単価×年間実車走行キロの少ない方 

②車両購入費１／４又は１／３（過疎）、１／５（財政力指数 0.75 以上） 
補助対象限度額（１台） 
○乗合バス 
・ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟ型車両（原則標準仕様）     13,500 千円 
・自転車搭載型車両            7,200 千円 

  ・11人以上15人以下の車両          4,500 千円 
○乗合タクシー                            
・車両本体                  3,600 千円 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

交通イノベーション推進課 地域交通係 
０２７－２２６－２３８１ 

実    績 

 

平成１３年度  運行費補助 116 路線、車両購入費 17 台、初度開設費等 10 路線 
平成１４年度  運行費補助 125 路線、車両購入費 9 台、初度開設費等 5 路線 
平成１５年度  運行費補助 142 路線、車両購入費 14 台、初度開設費等 4 路線 
平成１６年度  運行費補助 127 路線、車両購入費 4 台、初度開設費等 1 路線 
平成１７年度  運行費補助 131 路線、車両購入費 7 台、初度開設費等 0 路線 
平成１８年度 運行費補助 123 路線、車両購入費 11 台、初度開設費等 0 路線 
平成１９年度 運行費補助 120 路線、車両購入費 6 台、(初度開設費等 廃止) 
平成２０年度 運行費補助 115 路線、車両購入費 4 台 
平成２１年度 運行費補助 109 路線、車両購入費 5 台 
平成２２年度  運行費補助 98 路線、車両購入費 4 台 
平成２３年度  運行費補助 99 路線、車両購入費 4 台 
平成２４年度  運行費補助 100 路線、車両購入費 5 台 
平成２５年度  運行費補助 99 路線、車両購入費 7 台 
平成２６年度  運行費補助 99 路線、車両購入費 6 台 
平成２７年度  運行費補助 101 路線、車両購入費 6 台 
平成２８年度  運行費補助 99 路線、車両購入費 6 台 
平成２９年度 運行費補助 92 路線、車両購入費 4 台  
平成３０年度 運行費補助 86 路線、車両購入費 3 台 
令和元 年度 運行費補助 85 路線、車両購入費 8 台 
令和２ 年度 運行費補助 80 路線、車両購入費 4 台 
令和３ 年度 運行費補助 80 路線、車両購入費 4 台 

令和４ 年度 運行費補助 78 路線、車両購入費 1 台 

令和５ 年度 運行費補助 79 路線、車両購入費 6 台 

令和６ 年度 運行費補助 75 路線、車両購入費 6 台 
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事 業 名 ステーション整備事業 ４８ 

根 拠 法 令 等 群馬県ステーション整備事業補助金交付要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
 駅と駅周辺の総合的かつ計画的な整備を推進し、鉄道利用の促進と
地域の活性化を図るため、市町村等が実施する駅や駅周辺の整備計画
の策定及びこの計画に基づいた事業等の実施を支援する。 

事業主体 市町村、市町村を構成員に含む団体、鉄道事業者 

事業内容 

１ ステーション整備計画策定支援事業 
（１）駅の新設、改良に関する計画の策定 
（２）駅前広場、駐車場、駐輪場、バス・タクシー乗降場、自由通

路など、駅利用に必要な交通関連施設の新設及び改良に関す
る計画の策定 

２ ステーション整備促進事業 
  （１）駅の新設、改良 

（２）駅前広場、駐車場、駐輪場、バス・タクシー乗降場、自由   
       通路など、駅利用に必要な交通関連施設の新設及び改
良 

補助率等 

 県１／２以内（ただし市町村が補助する額以内） 
※ただし、地方債の充当可能事業の場合は、その可能額を総事業費か

ら控除した額を補助対象経費の上限とする。また、国庫補助事業等
他の補助事業の対象となる事業は除く。 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

交通イノベーション推進課 鉄道振興係 
０２７－２２６－２３８１ 

実    績 

平成１３年度 【６駅】高崎市３駅、安中市１駅、大間々町１駅、 
                          (佐)東村１駅 
平成１４年度 【３駅】高崎市２駅、大間々町１駅 
平成１５年度 【６駅】高崎市１駅、安中市１駅、大間々町１駅、 
                          赤城村１駅、吾妻町１駅、藪塚本町１駅 
平成１６年度 【３駅】渋川市１駅、安中市１駅、藪塚本町１駅 
平成 17～18 年度【１駅】太田市（藪塚本町）１駅 
平成１９年度 【１駅】明和町１駅 
平成２１年度 【４駅】前橋市１駅、高崎市１駅、富岡市１駅、 
                          明和町１駅 
平成２２年度 【３駅】高崎市１駅、富岡市１駅、甘楽町１駅 
平成２３年度 【１駅】高崎市１駅 
平成２４年度 【１駅】みどり市１駅 
平成２５年度 【８駅】高崎市３駅、富岡市２駅、館林市１駅、 
              みどり市１駅、下仁田町１駅 
平成２６年度 【２駅】高崎市１駅、伊勢崎市１駅 
平成２７年度 【３駅】前橋市１駅、高崎市１駅、館林市１駅 
平成２８年度 【２駅】みどり市１駅、館林市１駅 
平成２９年度 【３駅】高崎市１駅、富岡市１駅、前橋市１駅 
平成３０年度 【３駅】富岡市１駅、伊勢崎市１駅、前橋市１駅 
令和 元年度  【６駅】桐生市１駅、高崎市１駅、館林市１駅、渋川市１駅

富岡市１駅、みどり市１駅 
令和 ２年度  【３駅】前橋市１駅、みどり市１駅、みなかみ町１駅 
令和 ３年度  【４駅】前橋市１駅、渋川市２駅、甘楽町１駅 
令和 ５年度 【２駅】前橋市１駅、みどり市１駅 

令和 ６年度 【２駅】前橋市２駅 
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事 業 名 地方創生アドバイザー事業 ４９ 

根 拠 法 令 等 地方創生アドバイザー事業実施要綱  

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
 地域社会の活性化を推進するため、適切な助言を行う各分野の専門
家等を招いて実施する自主的・主体的、継続的に地域づくり活動に取
り組む活動を支援し、地域社会の活性化を図る。 

補助対象 
・市町村 
・広域連合、一部事務組合又は地方自治法の規定に基づき設置された

協議会 

事業内容 
(補助メニ 

ュー) 

 助成対象団体が地域の活性化を推進するために実施する事業で、テ
ーマに具体性のあるもの。助成対象経費は、アドバイザーを招聘する
ために要する謝金、交通費及び宿泊費。 

助成金 
（一財）地域活性化センター 
 １０／１０以下（１件につき上限 200 千円） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域創生課 地域支援・過疎係  
０２７－２２６－２３５２ 

実    績 

 

・平成３年度 新治村 ・平成５年度 (勢)東村 ・平成６年度 吉井町 
・平成９年度 境町  ・平成 10 年度 伊香保町 ・平成 11 年度 前橋市 
・平成 12 年度 万場町 ・平成 14 年度 高崎市  ・平成 15 年度 六合村 
・平成 16 年度 富岡市 ・平成 17 年度 高崎市、上野村 
・平成 19 年度 上野村 ・平成 20 年度 桐生市    ・平成 21 年度 前橋市 
・平成 24 年度 上野村 ・平成 25 年度 富岡市    ・平成 26 年度 片品村 
・平成 27 年度 上野村 ・平成 28 年度 下仁田町 ・令和 6 年度 沼田市 
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事 業 名 まちなか再生事業(補助金) ５０ 

根 拠 法 令 等 地域再生マネージャー事業（まちなか再生事業実施要綱） 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

 まちなか再生に取り組む市町村に対して、各分野の専門的知識や実

務的ノウハウを有する外部の専門的人材の活用を支援することによ

り、当該地域の実情に応じた地域再生を推進し、活力と魅力ある地域

づくりに寄与することを目的とする。 

補助対象 市町村 

補助内容 
(補助メニ 

ュー) 

・外部専門家の活用に関する経費。  

・委託料、会議費、印刷製本費、広告宣伝費、原材料費、旅費、消耗

品費、通信運搬費その他の補助対象事業を実施するために必要とな

る経費。 

助成金 
（一財）地域総合整備財団 
 ２／３以下（１市町村につき上限 7,000 千円） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域創生課 地域支援・過疎係  
０２７－２２６－２３５２ 

実    績 ・平成 27 年度 前橋市  
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事 業 名 官民連携まちなか再生推進事業 ５１ 

根 拠 法 令 等 官民連携都市再生推進事業制度要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

 官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリ
アの将来像を明確にした未来ビジョンの策定、ビジョンを実現するた
めの自立・自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援し、多
様な人材の集積や投資を惹きつける都市の魅力・国際競争力の強化を
図ることを目的とする。 

補助対象 
エリアプラットフォーム 
市町村（事業内容②のみ） 
都市再生推進法人、民間事業者等（事業内容「普及啓発事業」のみ） 

事業内容 

＜エリアプラットフォーム活動支援事業＞ 
①エリアプラットフォーム構築 
 未来ビジョン等の作成を行うエリアプラットフォームの形成・運営 
②未来ビジョン等策定 
 未来ビジョン等の策定のためのデータ収集・分析、専門人材活用、 
勉強会・意識啓発活動等 
③シティプロモーション・情報発信 
 まちづくりの担い手や国内外の多様な人材を惹きつけるために行う 
シティプロモーション及び情報発信（ＨＰ作成、セミナー開催等） 
④社会実験・データ活用 
 都市の魅力や国際競争力を強化するための事業実施にあたり必要と 
なる社会実験・実証事業等（公共空間等の活用促進や外国人就業者 ・
来訪者の受け入れ体制の構築等に要する費用） 
⑤交流拠点等整備（地域交流創造施設） 
  コワーキング・交流施設（地域住民や就業者等が交流することで新
しい働き方や暮らし方に資する取組を促進する施設）の整備に要する
費用 
 
＜普及啓発事業＞ 
まちづくりの課題に対し様々な関係者を巻き込んだワークショップの
開催、継続性のある活動を実践する人材の育成を図る仕組みの構築・
運営 
 
詳しくは、官民連携まちづくりポータルサイトをご確認ください。 
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html 

補 助 率 定額、１／２、１／３等 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

都市計画課 企画推進係 
０２７－２２６－３６６５ 

実    績 

Ｒ３年度 １地区（前橋市） 
Ｒ４年度 実施地区なし 
Ｒ５年度 実施地区なし 
Ｒ６年度 １地区（館林市） 
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事 業 名 景観改善推進事業（国庫補助）           ５２ 

根 拠 法 令 等 景観改善推進事業費補助金交付要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

魅力的かつ快適な「集約型都市」を目指す地域等において、景観計
画を策定・改定する市区町村に対する総合的な支援を行うとともに、
景観計画区域内の重点的な規制（届出対象行為・景観形成基準）が定
められている地区（以下、重点地区）においては、景観規制上既存不
適格となる建築物等への是正措置に対する支援を行うことで、歴史的
なまちなみや自然景観など、地域の個性や特性を活かした景観形成を
図り、質の高い景観まちづくりを推進することで、地域住民にとって
の快適性や、内外からの観光客の訪問先としての魅力を向上し、地域
活性化や観光立国の実現等を図る。 

事業主体 

要件ａ：以下の１．かつ２．の要件を満たす市区町村 
要件ｂ：以下の１．の要件を満たす市区町村（ａを除く） 
１．景観に関連のある計画等（※１）を定めている市区町村 
２．立地適正化計画策定または策定に向けた具体的取組を開始・公 

表している市町村（※２） 
（※１）景観に関連のある計画等 

・古都保存法に基づく歴史的風土保存計画 

・歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画 

・文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区又は重要文化的景観 

・観光圏整備法に基づく観光圏整備計画 

・棚田地域振興法に基づく棚田地域振興活動計画（同法第７条に基づく指定棚田 地域

に指定され、同法第８条に基づく指定棚田地域振興協議会を組織し、棚田 地域振興

課集う経過の策定が見込まれる市区町村を含む） 

・「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づく主要な観光地 

・都市再生特別措置法に基づく滞在快適性等向上区域 

・景観法に基づく景観計画 

（※２）具体的な取組を開始・公表とは下記の取組を広報やホームページ等で公 表し

ていることを指す 

・計画作成の着手 

・計画案の住民等からの意見聴取 パブリックコメント、公聴会、アンケート等 

・計画案の議会における報告・説明 

事業内容 

一 景観計画の策定・改定に要する経費（※） 
二 景観計画の策定・改定にあたっての外部専門家登用やコーディネ 

ート活動に要する経費（※） 
三 重点地区内の景観規制上既存不適格となる建築物等への是正措置 

に要する経費 
（※）計画改定は重点地区の新規指定もしくは追加を伴うものに限る。 

補 助 率 
事業内容一・二   事業主体が a. に該当する場合 １／２ 
事業内容一・二・三 事業主体が b. に該当する場合 １／３ 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

都市計画課 景観形成係 
０２７－２２６－３６５２ 

実    績 活用実績なし。 
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事 業 名 集約都市（コンパクトシティ）形成支援事業 ５３ 

根 拠 法 令 等 都市の低炭素化の促進に関する法律、集約都市形成支援事業制度要綱 

制 
度 
の 
概 
要 
 

目  的 

 都市機能の近接化による歩いて暮らせる集約型まちづくりの実現に
向け、拡散した都市機能を集約させ、生活圏の再構築を進めていくた
め、医療施設・社会福祉施設、教育文化施設等の都市のコアとなる施
設の集約地域への移転や、移転跡地の都市的土地利用の転換を防ぐ事
業の支援制度として、平成２５年度に創設し、平成２６年８月の改正
都市再生特別措置法の施行にあわせ、立地適正化計画制度を支援の対
象に追加している。 

補助対象 
直接補助：地方公共団体、民間事業者等 
間接補助：民間事業者等 

事業内容 

 地域の生活に必要なコア施設（医療施設・社会福祉施設・教育文化
施設・商業施設）の中心拠点への移転に際し、旧建物の除却処分費
用や跡地の緑地化費用等へ助成を行う。 

①計画策定支援 
 ｲ．低炭素まちづくり計画の策定を行う事業 
  ﾛ．立地適正化計画 
 ﾊ．広域的な立地適正化の方針 
 ﾆ．PRE 活動計画 
②コーディネート支援 
 専門家の派遣等を通じ、次に揚げる各事項の推進を図るために必要
な検討調査等を行う事業への助成 
 ｲ．前号の揚げた計画等の策定に向けた合意形成 
  ﾛ．コア施設又は誘導施設の移転に係る関係者の合意形成計画 
 ﾊ．地域住民等の集約地域又は居住誘導区域への移転に関する理解 
  促進や合意形成 
 ﾆ．低炭素まちづくり計画、立地適正化計画、ＰＲＥ活動計画に位 
  置づけられた都市機能・居住誘導に係る施策の推進に向けた合 
  意形成 
③施設の移転促進 
 集約地域外に立地するコア施設の集約地域への移転、又は居住誘導
区域外に立地する誘導施設の都市機能誘導区域への移転を促進するた
め、当該施設の除却処分及び除却された後の土地の緑化等整備を行う
とともに、移転跡地における商業地や住宅地等の都市的土地利用の転
換を防ぐ事業への助成。 
④建築物跡地等の適正管理支援 
 立地適正化計画に跡地等管理区域として位置づけられた、又は位置
づけられる見込みの区域における建築物跡地の適正管理に関する事業
への助成 

補 助 率 直接補助 1/2、間接補助 1/3 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

都市計画課 都市計画係 
０２７－２２６－３６５６ 

実    績 
１４市町（前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館
林市、渋川市、みどり市、吉岡町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽
町）（Ｈ２６～Ｒ６） 
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事 業 名 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 ５４  

根 拠 法 令 等 都市再生推進事業制度要綱 

制 

度 

の 

概 

要 

目  的 

本支援事業は、都市空間情報の集約基盤となる３Ｄ都市モデルが、

都市インフラの整備・管理の高度化に加え、モビリティやエネルギー

などスマートシティの都市サービス創出に不可欠であり、今後のまち

づくりＤＸのデジタル・インフラとして位置づけられるものであるこ

とに鑑み、地方公共団体における３Ｄ都市モデルの整備・活用・オー

プンデータ化を推進するための支援を行うことを目的とする。 

事業主体 

①自治体向け補助：地方公共団体、広域連合、一部事務組合 

②間接補助：地方公共団体 

③民間サービス実装タイプ：民間事業者等 

事業内容 

＜補助要件＞ 
 ・ユースケースがあること 

※原則、単年度で３D 都市モデルの整備とユースケース開発を行うこと 

・国が定める標準仕様書及び標準作業手順書に基づく国際標準規格である

CityGML 形式でデータを作成すること 

・整備した３Ｄ都市モデルをＧ空間情報センター等にてオープンデータ化す

ること 

・整備した３Ｄ都市モデルを維持管理・更新すること 

・事業年度中に３Ｄ都市モデルが活用され、サービス提供等がなされること（③

のみ） 

＜補助対象事業（全て共通）＞ 
（１）３Ｄ都市モデルの整備に関する事業 

・３Ｄ都市モデルの整備又は更新に要する費用 

（２）３Ｄ都市モデルの活用に関する事業 

・都市計画・まちづくり、防災、地域活性化・観光、環境・エネルギー、交

通、安全・防犯、民間サービス創出支援その他の地方公共団体における課

題解決又は新たな価値創造に資する３Ｄ都市モデルの活用に要する費用 

（３）３Ｄ都市モデルの整備・活用・オープンデータ化推進事業 

・３Ｄ都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進するための啓発・

研修活動、専門家の派遣、情報収集活動、ウェブサイト作成等の情報発信

活動、都市計画基本図・都市計画基礎調査・都市計画決定情報のデジタル

化、ＧＩＳシステムの導入・改修、ワークショップ・ハッカソン・ピッチ

イベント等の開催等に要する費用 

詳細については、以下の国土交通省ＨＰをご確認ください。 

https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/plateau_hojo.html 

補 助 率 

①自治体向け補助：事業実施に要する費用の２分の１以内 
※ただし、次に該当する事業計画は、早期実装タイプとして、上記にかかわらず、

予算の範囲内において、事業実施に要する費用のうち 10,000 千円までは国費

を充当することができる。（10,000 千円を超えた分は地方公共団体が負担） 

1)都市空間情報デジタル基盤構築支援事業計画の初年度であること 

2)早期に課題解決や新たな価値創造が図られることが見込まれること 

②間接補助：地方公共団体が補助対象事業を実施する者に対して補助

する費用（事務費を含む。）の２分の１以内で、かつ、当該事業に要

する費用の３分の１以内（上限なし） 

③民間サービス実装タイプ：1/2（上限 5,000 万円） 

担 当 課

及 び 

連 絡 先 

都市計画課 都市計画係 

０２７－２２６－３６５４ 

実    績 １市（前橋市）（Ｒ５～Ｒ６） 
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事 業 名 移住・定住・交流推進支援事業 ５５ 

根 拠 法 令 等 移住・定住・交流推進支援事業実施要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

地方が都市住民などを受け入れる移住や定住の推進・交流人口の増
加等につながる地域交流の推進により地域を活性化することを目

的とする。 

補助対象 
・市町村 
・広域連合、一部事務組合及び地方自治法の規定に基づき設置された

協議会 

事業内容 
(補助メニ 

ュー) 

（ア）一般事業 
 ＮＰＯ・ボランティア団体・各種協議会・商工会議所等もしくは市
町村等が自主的・主体的に実施する、移住・定住・交流の推進を図る
事業に係る報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料等に対し
て助成する。 
 

補 助 率 
（一財）地域活性化センター 
 助成率：１０／１０以下（１件につき上限 2,000 千円）  

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

ぐんま暮らし・外国人材活躍推進課 移住促進係 
０２７－２２６－２３７１ 

実    績 

（ア） ・平成 24 年度 南牧村    ・平成 25 年度 みなかみ町 
    ・平成 26 年度 桐生市        ・平成 27 年度 藤岡市 
    ・平成 28 年度 嬬恋村、高山村・平成 29 年度 下仁田町 
    ・平成 30 年度 中之条町      ・令和元年度 嬬恋村 
    ・令和 2 年度 なし          ・令和 3 年度 なし 
    ・令和 4 年度 みなかみ町  ・令和５年度 なし 
    ・令和 6 年度 安中市    ・令和７年度 なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 50 -

業 名 コミュニティ助成事業（活力ある地域づくり助成事業） ５６ 

根 拠 法 令 等 コミュニティ助成事業実施要綱  

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

宝くじの社会貢献広報事業として、活力ある地域づくり等に対し
て助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることに
より地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものとす
る。 

実施主体 

（助成対象） 

市町村、広域連合、一部事務組合又は地方自治法の規定に基づき
設置された協議会等 

助成内容 

 

地域の活性化に資するため、地域資源の活用や広域的な連携を目的
として実施する特色あるソフト事業。 
 
○地域資源活用 

地域の自然、文化、歴史、産業、生活習慣等の特性を地域資源と
して発見し、積極的な活用を図ることを目的として実施する特色あ
るソフト事業。 
 
○広域連携推進 

複数の助成対象団体が共同して、広域的な連携を目的として実施
するソフト事業。 

助成金 
（一財）自治総合センター 
 １０／１０（2,000 千円上限） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域創生課 地域支援・過疎係 
０２７－２２６－２３５２ 

実    績 

 
・平成 26 年度 地域資源活用助成事業 1 件  
・平成 27 年度 地域資源活用助成事業 2 件  
・平成 29 年度 地域資源活用助成事業 2 件 
・令和５年度 地域資源活用助成事業 1 件 
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事 業 名 人生 100 年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金事業 ５７ 

根 拠 法 令 等 人生 100 年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、
地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会を構築するこ
と等を目的とする。 

補助対象 市町村 

事業内容 
(補助メニ 

ュー) 

市町村が高齢社会対策大綱等の実現に資するために行う事業に対し
て助成を行う。 

・健康づくり推進事業 
・介護保険制度等充実支援事業 
・医療対策事業 
・学習・社会参加活動促進事業 等 

補 助 率 
公益財団法人 地域社会振興財団 
 １０／１０以下（１団体につき１件まで、上限 3,000 千円） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

介護高齢課 企画・介護保険係 
０２７－２２６－２５６１ 

実    績 

 

・令和５年度 上野村、嬬恋村 

・令和６年度 上野村、嬬恋村、館林市 
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事 業 名 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業 ５８ 

根 拠 法 令 等 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業実施要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

 「地方創生」にあたり、地方への移住・交流を一層推進するため
には、移住を受け入れる地域において、地域の経済循環創出による
雇用の場の創出や次世代の地域を担う若者や女性が活躍する地域づ
くりをはじめとする環境整備が必要となる。 
 「地方創生」に向けて、市町村または地域団体等が自主的・主体
的に実施する自治体・地域・集落の消滅可能性の危機打開等に向け
た事業に対する支援を行う。 

実施主体 

（助成対象） 

 市町村 
 広域連合、一部事務組合及び地方自治法の規定に基づき設置され

た 
協議会 

助成内容 

 助成対象事業は、将来的な地域の消滅可能性危機を回避すること
を目的に、自治体や地域団体等が住民と共に実施する事業とし、次
の基準に適合するもの。 
①助成対象団体、または地域団体等が自主的・主体的に実施するも

のであること 
②事業展望が明確であり、助成終了後も継続・発展して実施される

と認められるものであること 
③他に国の補助金の交付を受けていないこと 

助成金 
（一財）地域活性化センター 
１０／１０以下（2,000 千円上限、一部 1,500 千円上限） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域創生課 地域支援・過疎係 
０２７－２２６－２３５２ 

実    績  ・平成 28 年度 前橋市   ・平成 29 年度 中之条町 
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事 業 名 地域づくり団体活動支援事業 ５９ 

根 拠 法 令 等 地域づくり団体活動支援事業実施要綱  

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
地域づくり団体全国協議会に登録している地域づくり団体及び都

道府県協議会が行う自主的・主体的な地域づくりを支援することを
目的とする。  

実施主体 

（助成対象） 

 地域づくり団体全国協議会登録団体のうち（一財）地域活性化セ
ンターの賛助会員である団体、地域づくり団体都道府県協議会  

助成内容 

・補助対象団体が行う自主的・主体的な地域づくりのために講師等

を招聘して開催する研修会等の事業（多数の聴講者を対象とし、

営利を目的としないもの）。 

・助成対象団体が自主的・主体的な地域づくりや団体の内部体制の
強化等のためにアドバイザー等を招聘して指導もしくは助言を受
ける事業 

補 助 率 
 （一財）地域づくり団体全国協議会 
 １０／１０以下（１件につき上限 150 千円） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域創生課 地域支援・過疎係 
０２７－２２６－２３５２ 

実    績 

・平成 25 年度 渋川まちづくり市民会議 
       殖蓮地区自然環境を守る会 
       2015 年の公共交通をつくる会 
       群馬県地域づくり協議会 
・平成 26 年度 NPO 法人桐生おはなしの学校 
       榛名まちづくりネット 
・平成 27 年度 清里まちづくり協議会 
       NPO 法人 Annaka ひだまりマルシェ 
       群馬県地域づくり協議会 
・平成 28 年度 NPO 法人街・建築・文化再生集団 
       NPO 法人桐生おはなしの学校 
       榛名まちづくりネット 
       （一社）上野村産業情報センター 
       群馬県地域づくり協議会 
・平成 29 年度 NPO 法人 Annaka ひだまりマルシェ 
       群馬県地域づくり協議会 
・平成 30 年度 NPO 法人街・建築・文化再生集団 
       群馬県地域づくり協議会 
・令和２年度 NPO 法人街・建築・文化再生集団 
・令和４年度 NPO 法人街・建築・文化再生集団 

・令和５年度 NPO 法人街・建築・文化再生集団 

群馬県地域づくり協議会 

・令和６年度 NPO 法人街・建築・文化再生集団 
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事 業 名 地域づくり団体クラウドファンディング活用支援事業 ６０ 

根 拠 法 令 等 地域づくり団体クラウドファンディング活用支援事業実施要綱  

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 
地域づくり団体全国協議会に登録している地域づくり団体の活動

資金調達を支援することを目的とする。 

実施主体 

（助成対象） 

 地域づくり団体全国協議会登録団体のうち（一財）地域活性化セン
ターの賛助会員である団体 

助成内容 

 助成対象団体が行う自主的・主体的な地域づくりのためにクラウ

ドファンディングを活用し、支援総額が目標金額を達成した事業（目

標金額が３００千円以上のもの）に係る以下の経費に対して助成す

る。 

・アドバイザー招聘費 

・広報費 

・返礼品経費 

・支払手数料 

補 助 率 
（一財）地域づくり団体全国協議会 
 １００％以下（１件につき目標金額の２５％又は２５０千円のい
ずれか低い額を上限） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域創生課 地域支援・過疎係 
０２７－２２６－２３５２ 

実    績  

 

事 業 名 コミュニティ助成事業（青少年健全育成助成事業） ６１ 

根 拠 法 令 等 コミュニティ助成事業実施要綱 

制 
度 
の 
概 

要 

目  的 

 宝くじの社会貢献広報事業として、青少年の健全育成に資する活
動に助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ること
により、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものと
する。 

実施主体 

（助成対象） 
市町村又は市町村が認めるコミュニティ組織 

助成内容 
 青少年の健全育成に資するため、スポーツ･レクリエーション活
動や文化･学習活動に関する事業及びその他コミュニティ活動のイ
ベントに関する事業等、主として親子で参加するソフト事業。  

補 助 率 （一財）自治総合センター 10／10 以内（300 千円から 1,000 千円） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域創生課 地域支援・過疎係 
０２７－２２６－２３５２ 

実    績 平成 27 年度 2 件 1,500 千円 
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事 業 名 官民連携関連施策 ６２ 

根 拠 法 令 等 都市再生特別措置法等 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

 まちづくりの新たな担い手として民間主体の役割が拡大しつつある一方で、
行政の財政状況はひっ迫しつつあるため、民間による自主的な取組の公的な側
面に着目し、こうした取組を促進することで、にぎわいの創出や公共施設等の
整備・管理の負担軽減を図ることを目的とする。 

対  象 

(1)都市再生推進法人 
   一般社団法人、一般財団法人、NPO 法人、まちづくり会社 
     (県内：公益財団法人前橋市まちづくり公社(前橋市)) 
(2)都市再生整備計画・滞在快適性等向上区域（まちなかウォーカブル区域） 
  a)道路占用許可の特例 

 地方公共団体、地方公共団体を含む協議会等、地方公共団体から支援を
受けている者 

  b)河川敷地占用許可 
    地方公共団体、営業活動を行う事業者等 
  c)都市利便増進協定 

 土地の所有者、借地権等を有する者、建築物の所有者、都市再生推進法
人 

  d)都市再生(整備)歩行者経路協定 
    土地の所有者、借地権等を有する者 

事業内容 

(1)都市再生推進法人 
まちづくり会社やＮＰＯ法人等に公的な位置付けを与えることで、優良な

まちづくりの担い手の積極的な活用を図る。 
＜支援制度＞ 
・官民連携まちなか再生推進事業の活用 
・エリアマネジメント融資（無利子貸付）や民都機構による資金拠出等の財政 
及び金融支援 
・ウォーカブル推進税制等の税制特例 
・都市再生整備計画やの提案や都市利便増進協定への参画が可能となる  等 
 
(2)都市再生整備計画・滞在快適性等向上区域（まちなかウォーカブル区域） 

従来からの市町村が実施する交付対象事業だけでなく、民間主体によるま
ちづくりの取り組みについても計画に位置付けることで、官民連携のまちづ
くりを総合的に推進することができる。また、都市再生整備計画の中に滞在
快適性等向上区域（まちなかウォーカブル区域）を位置づけることで、「居
心地が良く歩きたくなる」空間づくりを目指す。 

＜支援制度＞ 
a)道路占用許可の特例 

まちのにぎわい創出等に資する場合に、広告塔、オープンカフェ、サイク
ルポート等について、道路占用許可の基準が緩和される。 

b)河川敷地占用許可 
まちのにぎわい創出等に資する場合に、広場・イベント施設等及びそれと

一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設等によ
る河川敷地の占用が認められる。 

c)都市利便増進協定 
まちのにぎわいや憩いの空間を創出する広場等について、居住環境にも資

するよう、地域住民が自主的な整備・管理を行うための協定制度。 
d)都市再生(整備)歩行者経路協定 

関係者が協力して管理する通路等について、歩行者の利便性、安全性の向
上を図るために整備・管理等に関する協定を締結できる制度。  等 

 
＜予算制度＞ 
 ・官民連携まちなか再生推進事業 
 ・まちなかウォーカブル推進事業 
詳細については以下の国土交通省 HP をご確認ください 
 http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

都市計画課 企画推進係 
０２７－２２６－３６６５ 

実    績 

平成 25 年度～ 高崎市：道路占用許可の特例 
          （オープンカフェおよびサイクルポートの設置） 
令和 2 年度～ 前橋市：道路占用許可の特例、都市利便増進協定 
          （オープンカフェおよび公共空間の管理や運営） 
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事 業 名 長期滞在客等受入促進事業 ６３  

根 拠 法 令 等 長期滞在客等受入促進事業補助金交付要綱 

制 

度

の 

概 

要 

目  的 

地域の関係者が一体的に取り組む事業の動き出しを支援し、コンテン

ツの創出・磨き上げや、新たな旅行スタイルに資する取組により、長

期滞在の促進や高付加価値化につなげる。 

補助対象 

等 

市町村、観光協会、旅館組合等の複数の団体で構成されている協議会、

コンソーシアム等 

事業内容 

長期滞在客の受入を促進するための「泊食分離の推進」や「コンテン

ツの創出・拡充」、県が推進する「ユニバーサルツーリズム・ペット

ツーリズム」等のソフト面を中心とした事業について、地域が一体と

なって新たに取り組む事業の動き出しに係る費用を補助対象とする。 

 

共同事業体が取り組む、以下の要件を満たすソフト事業又はソフト事

業とハード事業を組み合わせた事業。 

 

【要件】 

①  長期滞在客の受入促進や高付加価値化につながる事業であること 

②ハード事業については、ソフト事業と合わせて実施することにより、

ソフト事業のみによる場合に比して、事業効果の十分な向上が見込

まれるものであること（総事業費のハード事業経費の割合は５割以

下とする） 

③以下のいずれにも該当しないこと 

 ・国等の他の補助金が活用可能な事業 

 ・従前から実施されている継続事業と同一と認められる事業 

  

※上記事業は必ず採択されることを保証するものではありません。 

補 助 率 ５０％（上限 5,000 千円、下限 1,000 千円） 

担 当 課

及 び 

連 絡 先 

観光リトリート推進課 事業推進係 

027-226-3385 

実    績 令和６年度：３件 
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事 業 名 令和７年度中心市街地・商店街等診断・サポート事業 ６４ 

根 拠 法 令 等 
令和７年度中心市街地・商店街等診断・サポート事業「巡回型支援利

用の手引き」、「パッケージ型支援利用の手引き」 

制 

度 

の 

概 

要 

目  的 

○巡回型支援：各地の商店街組織・まちづくり会社等及び中心市街地

活性化を検討する組織が抱える課題の抽出や特定を行うとともに、商

店街等組織や地域組織に対して、行動変容を促すきっかけとなる助言

等を目的とする。 

 

○パッケージ型支援：複数の専門で構成するプロジェクトチームによ

る面的伴走支援を通じて、地域の事業推進体制の強化、地域内の人材

育成、事業構想や計画化、事業実現性の向上、事業収益力の強化を図

り、面的地 域価値の向上を後押しすることを目的とする。 

補助対象 

等 

○商店街等組織、まちづくり会社 

○中心市街地活性化を検討する商工会議所、商工会、まちづくり会社

等の組織 

事業内容 

○巡回型支援：商店街等組織・まちづくり会社や中心市街地活性

化を検討する組織に対して、専門家派遣による地域ニーズの抽出

・特定や助言等を無料で支援する。  
 

○パッケージ型支援：商店街等組織・まちづくり会社や中心市街

地活性化を検討する組織に対して、複数の専門家からなるプロジ

ェクトチームで面的伴走支援を行う。  
支援を通じて面的地 域価値の向上を後押 しすることを目的に 必

要なアドバイスを原則 1 年度、最長 3 年度まで継続（審査あり）

して利用できる。 

補 助 率 ― 

担 当 課

及 び 

連 絡 先 

【問い合わせ先】 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

高度化事業部まちづくり推進室  電話 03-5470-1632 

実    績 
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事 業 名 
令和７年度中小企業アドバイザー（中心市街地活性化）派遣事

業 
６５ 

根 拠 法 令 等 
令和７年度中小企業アドバイザー中小企業アドバイザー（中心市街地

活性化）派遣事業利用手引き 

 

 

 

制 

 

 

 

度 

 

の 

 

概 

 

 

 

要 

 

 

 

目  的 

中心市街地活性化等に関し課題を抱える下記のアドバイス対象者を

側面支援するため、実務知識・ノウハウを持つ専門家を派遣し、アド

バイスを行うもの。 

補助対象 

等 

○中心市街地活性化協議会 

○認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者 

事業内容 

次のいずれかの計画に掲載されている事業の課題解決のため、中心

市街地活性化等への知見を有するアドバイザーを派遣する。 

 

○中心市街地活性化法に基づく認定計画掲載事業もしくは掲載見込み

の事業（認定計画期間が終了した計画も含む） 

 

○各地域で定めた中心市街地活性化のための計画の掲載事業もしくは

掲載見込みの事業（内閣総理大臣の認定を受けていない独自計画が含

まれる） 

補 助 率 ― 

担 当 課

及 び 

連 絡 先 

【問い合わせ先】 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

高度化事業部 経営診断統括室 まちづくり推進室 

電話 03-5470-1632 

実    績 
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